
は
じ
め
に

明
治
の
訪
れ
、
「
武
士
の
時
代
」
は
幕
を
閉
じ
、
新
政
府
に
よ

っ
て
「
王
政
復
古
」
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
が
重
々
し
く
掲
げ
ら
れ
た
。

そ
れ
に
と
も
な
う
、
価
値
観
の
入
れ
替
え
が
も
た
ら
し
た
新
し
い

時
代
の
潮
流
は
、
宗
教
施
設
と
し
て
の
神
社
の
社
会
的
な
地
位
を

押
し
上
げ
た
。
そ
し
て
、
明
治
国
家
に
よ
り
設
定
・
再
編
成
さ
れ

た
社
格
が
こ
う
し
た
状
況
を
揺
る
ぎ
な
い
も
の
と
し
た
。

明
治
以
降
の
神
社
は
、
中
央
政
府
の
宗
教
政
策
主
務
省
の
管
理

下
に
置
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
復
古
主
義
の
路
線
の
も
と
、
律

令
体
制
下
の
延
喜
式
の
概
念
に
倣
っ
て
神
社
の
等
級
化
が
図
ら

れ
、
社
格
と
し
て
公
表
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

新
政
府
の
神
祇
官
管
轄
下
に
置
か
れ
た
の
が
官
社
で
あ
り
、
官

幣
社
と
国
幣
社
に
大
別
さ
れ
、
さ
ら
に
そ
れ
ぞ
れ
が
「
大･

中･

小
」

に
三
分
割
さ
れ
た
。
両
社
を
あ
わ
せ
て
官
国
幣
社
と
称
す
る
こ
と

も
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
国
家
の
た
め
に
特
に
功
労
の
あ
っ
た
人
臣

を
祭
神
と
す
る
別
格
官
幣
社
が
設
け
ら
れ
た
。
戦
前
期
の
県
内
に

は
、
官
国
幣
社
と
し
て
、
赤
間
神
宮
・
住
吉
神
社
・
忌
宮
神
社
・

玉
祖
神
社
が
、
別
格
官
幣
社
と
し
て
、
毛
利
元
就
を
祀
っ
た
豊
栄

神
社
、
毛
利
敬
親
を
祀
っ
た
野
田
神
社
が
あ
っ
た
。

官
社
以
外
は
諸
社
と
さ
れ
地
方
官
の
管
轄
下
に
置
か
れ
た
。
府

県
が
祀
る
府
県
社
、
地
域
の
産
土
神
を
祀
る
郷
社
、
村
の
氏
神
を

祀
る
村
社
に
分
類
さ
れ
、
さ
ら
に
下
位
に
無
格
社
が
置
か
れ
た
。

こ
の
よ
う
な
国
家
に
よ
る
神
社
の
格
付
作
業
は
、
そ
れ
ま
で
の

時
代
の
秩
序
に
一
旦
幕
を
下
ろ
し
、
新
時
代
の
到
来
を
人
び
と
に

意
識
づ
け
、
新
た
な
秩
序
を
生
み
出
す
た
め
の
政
策
の
ひ
と
つ
で

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

本
稿
で
は
、
こ
う
し
た
時
代
の
雰
囲
気
を
背
景
に
、
中
央
集
権

国
家
の
フ
レ
ー
ム
形
成
の
過
程
で
、
県
下
で
展
開
さ
れ
た
旧
藩
主

を
容
姿
端
麗
に
祀
り
あ
げ
た
作
業
を
史
料
か
ら
概
観
す
る
。
新
時

代
へ
の
重
い
扉
を
こ
じ
開
け
た
防
長
の
人
び
と
が
、
い
か
に
し
て

旧
藩
主
に
寄
り
添
い
、
隣
り
合
い
、
そ
し
て
精
神
的
な
安
寧
の
う

ち
に
身
を
ゆ
だ
ね
よ
う
と
し
た
の
か
を
ひ
も
と
く
作
業
で
あ
る
。

近
代
神
社
史
料
と
向
き
合
う

―
野
田
神
社
を
創
る
―

淺

川

均

近
代
神
社
史
料
と
向
き
合
う
　
―
野
田
神
社
を
創
る
―
　（
淺
川
）

九
五



よ
り
ど
こ
ろ
と
し
た
の
は
、
当
館
所
蔵
の
重
要
文
化
財
山
口
県

行
政
文
書
の
う
ち
の
神
社
関
連
史
料
で
あ
る
（
表
１･

表
２
参
照
）
。

こ
れ
ら
は
神
社
ご
と
の
ト
ピ
ッ
ク
を
ま
と
め
た
簿
冊
で
は
な
く
、

県
の
宗
教
担
当
部
課
の
事
績
を
年
度
ご
と
に
ま
と
め
た
事
務
管
理

帳
簿
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
神
社
保
存
資
金
の
運
用
や
神
官
の

任
免
に
ま
つ
わ
る
記
録
な
ど
が
大
半
を
占
め
る
。
し
か
し
、
神
社

創
建
に
あ
た
っ
て
の
歎
願
書
、
祭
神
の
由
緒
書
、
設
計
書
類
（
社

殿
の
仕
様
書
や
建
築
図
面
）
、
さ
ら
に
は
桃
源
郷
的
な
世
界
観
の

詰
ま
っ
た
境
内
見
取
図
（
写
真
１･

写
真
４
参
照

な
ど
も
含
ま
れ

て
お
り
、
神
社
創
建
に
寄
せ
ら
れ
た
社
会
全
体
の
熱
い
期
待
感
を

読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
大
正
・
昭
和
と
時
代
が
下
る
と
、
写

真
も
添
付
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
た
め
、
当
時
の
光
景
を
観
察
で
き

る
貴
重
な
史
料
群
と
も
な
っ
て
い
る
（
写
真
３
参
照

。

一

ま
つ
ら
れ
た
藩
主
敬
親

山
口
盆
地
、
七
尾
山
の
山
ふ
と
こ
ろ
、
南
側
に
今
八
幡
宮
を
控

え
た
静
謐
な
谷
あ
い
。
明
治
天
皇
か
ら
「
豊
栄
」
の
神
号
を
与
え

ら
れ
た
毛
利
元
就
を
祭
神
と
す
る
豊
栄
神
社
が
こ
の
場
所
に
整
備

さ
れ
た
の
は
明
治
四
年
（
一
八
七
一
）
十
二
月
の
こ
と
で
あ
る
。

幕
末
の
「
長
州
」
藩
主
毛
利
敬
親
の
隠
居
所
と
な
る
は
ず
で
あ
っ

た
山
口
町
野
田
の
毛
利
別
邸
を
西
側
に
従
え
、
新
時
代
の
県
政
の

舞
台
を
見
渡
す
こ
と
の
で
き
る
場
所
で
も
あ
っ
た
。

明
治
六
年
、
防
長
人
民
の
懇
請
に
よ
り
毛
利
敬
親
は
神
に
な
り
、

豊
栄
神
社
内
の
別
殿
に
祀
ら
れ
た
（
史
料
①
②
）
。
元
就
と
と
も

に
う
つ
り
ゆ
く
近
代
山
口
の
姿
を
見
守
る
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
。

社
殿
は
敬
親
の
諡
号
に
よ
り
忠
正
神
社
と
呼
ば
れ
た
。

な
お
、
県
に
よ
る
教
部
省
宛
「
歎
願
書
」
の
進
達
決
裁
に
は
、

『
新
聞
雑
誌
第

号
』
〈
明
治
五
年
十
月
発
行
〉
の
記
事
を
書
き

写
し
た
貼
紙
が
残
さ
れ
て
い
る
。
「
佐
賀
県
ノ
士
民
、
鍋
島
贈
正

二
位
藤
原
直
正
ノ
厚
恩
ヲ
追
慕
シ
、
募
金
ヲ
以
テ
小
祠
ヲ
創
立
シ
、

永
世
崇
紀
シ
タ
キ
旨
、
教
部
省
ヘ
出
願
シ
許
可
ヲ
得
タ
リ
ト
云
」
。

旧
藩
主
へ
の
熱
誠
は
い
ず
こ
も
同
じ
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ

ろ
う
。

■
史
料
①

「
社
寺
雑
事
録
」
明
治
六
年
（
県
庁
戦
前
Ａ
社
寺

）

贈
従
一
位
大
江
朝
臣
敬
親
卿
薨
去
之
砌
、
明
治
四
年
辛
未
四
月
、
勅
使
堀
川
侍
従
殿

山
口
御
下
向
、
御
贈
位
之
宣
命
ニ
、
首
倡
勤
王
回
皇
運
于
既
衰
誓
期
報
功
賛
大
政
于

更
始
維
忠
維
義
洵
是
国
家
柱
石
厥
功
厥
績
実
為
藩
翰
儀
型
ト
被
仰
出
、
誠
ニ
無
比
類

有
難
次
第
ニ
奉
存
候
、
山
口
ハ
薨
去
之
地
ニ
付
、
設
一
社
神
霊
安
置
仕
度
、
士
民
一

統
懇
願
ニ
御
座
候
処
、
豊
栄
神
社
之
内
別
殿
一
箇
所
、
毛
利
氏
祖
先
之
神
霊
安
置
之

処
、
先
達
而
東
京
ヘ
遷
座
相
成
只
今
空
殿
ニ
御
座
候
ニ
付
、
神
霊
安
置
之
儀
被
遂
御

許
容
被
下
候
様
奉
願
候
、
左
候
ハ
者
士
民
一
統
参
詣
仕
永
世
祭
祀
ヲ
茂
仕
度
奉
存
候
、

此
段
社
方
及
内
議
候
処
支
障
筋
無
御
座
、
猶
又
後
年
御
厄
害
ケ
間
敷
儀
申
出
間
敷
候
、

私
共
由
緒
之
者
ニ
付
士
民
惣
代
ト
シ
テ
申
出
候
間
、
宜
様
被
遂
御
詮
議
可
被
下
候
奉

頼
上
候
、
以
上

明
治
六
年
七
月

中
島
松
堂

瀧
戸
祐
菴

能
美

遠

勝
木
裕
蔵

高
橋
譲
輔

井
上
勝
彦

林

乙
熊

井
上
李
輔

粟
屋
販
輔

近
代
神
社
史
料
と
向
き
合
う
　
―
野
田
神
社
を
創
る
―
　（
淺
川
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光
永
直
助

井
上
一
郎

河
内
庸
平

上
山
清
也

山
口
県
令
中
野
梧
一
殿

（
後
筆
）
教
部
省
伺
済

「
書
面
如
願
出
許
可

九
月
十
三
日
」

■
史
料
②

「
教
部
省
指
令
録
」
明
治
六
～
九
年
（
明
治
期
政
府
布
達
類

）

当
県
士
族
上
山
清
也
外
十
二
名
ヨ
リ
、
当
山
口
者
故
大
江
敬
親
薨
去
之
地
ニ
而
其

節
厚
キ
御
沙
汰
之
旨
在
之
、
右
神
霊
為
祭
祀
豊
栄
神
社
内
別
殿
エ
勧
請
仕
度
段
、

別
紙
之
通
及
出
願
候
処
、
由
緒
等
申
立
筋
無
余
儀
次
第
ニ
相
見
候
、
今
般
豊
栄
神

社
県
社
ニ
御
定
相
成
候
得
者
各
別
支
障
無
御
座
候
間
御
許
可
相
成
候
様
仕
度
キ
段

相
伺
候
也明

治
六
年
八
月
五
日

同
権
参
事

吉
田
右
一
○印

山
口
県
権
令

中
野
梧
一
○印

教
部
大
輔
宍
戸
璣
殿

（
朱
）
「
伺
之
通
聞
届
候
事
」
明
治
六
年
九
月
十
三
日
□印

明
治
九
年
（
一
八
七
六
）
、
忠
正
神
社
は
地
名
を
と
っ
て
野
田

神
社
と
改
称
さ
れ
、
同
時
に
県
社
に
昇
格
し
た
（
史
料
③
）
。
敬

親
の
勲
功
を
ま
と
め
た
「
忠
正
公
御
事
蹟
説
諭
略
記
」
が
刊
行
さ

れ
た
時
期
と
一
致
す
る
。
「
伝
説
の
人
」
元
就
よ
り
も
、
激
動
の

時
代
を
と
も
に
歩
ん
だ
敬
親
を
よ
り
身
近
に
感
じ
た
い
と
す
る
、

防
長
の
人
び
と
の
心
の
う
ち
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。

萩
の
乱
の
予
兆
も
こ
う
し
た
動
向
に
拍
車
を
か
け
た
も
の
と
思

わ
れ
る
。
明
治
九
年
十
月
二
十
七
日
、
野
田
神
社
の
県
社
列
格
に

関
す
る
教
部
省
指
令
が
県
か
ら
通
達
さ
れ
た
。
そ
れ
は
、
前
原
一

誠
の
挙
兵
翌
日
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

■
史
料
③

前
同

先
般
、
県
下
士
民
中
ヨ
リ
、
毛
利
贈
従
一
位
敬
親
ノ
神
霊
ヲ
管
下
県
社
豊
栄
神
社
之

別
殿
ヘ
勧
請
之
儀
、
如
願
御
許
可
相
成
候
、
崇
祭
仕
来
候
処
、
今
般
士
民
中
惣
代
上

山
清
也
其
外
ヨ
リ
社
号
野
田
神
社
ト
称
シ
社
格
県
社
ニ
被
列
被
下
候
様
、
別
紙
之
通

リ
及
出
願
ニ
付
取
調
候
処
、
当
庁
ニ
於
テ
差
支
リ
無
御
座
候
、
敬
親
功
績
ニ
於
テ
ハ
、

願
書
中
陳
述
通
リ
無
相
違
情
願
筋
無
余
儀
事
ニ
付
、
被
遂
御
詮
議
被
下
度
、
此
段
相

願
候
也

（
明
治
）
九
年
九
月
十
三
日

山
口
県
令
関
口
隆
吉
□印

教
部
大
輔
宍
戸
璣
殿

（
朱
書
）
「
願
之
趣
聞
届
候
事
」
明
治
九
年
十
月
十
四
日
□印
（
教
部
大
輔
）

･
･
･
･
･･
･
･･
･
･･
･･
･
･･
･
･･
･
･･
･･
･･
･
･
･･
･･
･
･･
･
･･
･
･･
･･
･
･･
･
･･
･
･･
･･
･･
･
･
･

御
管
内
士
民
総
代
ト
シ
テ
、
清
也
以
下
九
名
連
署
奉
請
願
候
、
抑
旧
藩
主
贈
従
一
位

大
江
朝
臣
敬
親
卿
在
世
中
、
癸
丑
甲
寅
ノ
際
、
官
武
周
旋
以
来
、
精
忠
義
烈
首
倡
勤

王
、
遂
ニ
皇
運
挽
回
王
政
維
新
、
目
今
ノ
隆
世
ニ
遡
リ
候
モ
、
敬
親
ノ
功
労
不
少
尠
、

依
テ
明
治
四
年
三
月
薨
去
ノ
砌
、
其
偉
勲
ヲ
賞
賛
セ
ラ
レ
、
辱
モ
勅
使
堀
河
侍
従
殿

山
口
下
向
、
贈
位
ノ
詔
書
ヲ
下
賜
ハ
リ
、
一
統
感
激
ニ
不
堪
、
倍
其
徳
義
ヲ
欽
慕
シ
、

士
民
協
議
ノ
上
、
山
口
ハ
薨
去
ノ
地
ニ
付
、
豊
栄
神
社
境
内
別
殿
ヘ
神
霊
ヲ
安
置
セ

ン
ト
、
詳
細
其
事
由
ヲ
具
陳
シ
、
同
六
年
七
月
出
願
候
処
、
允
准
ヲ
蒙
リ
、
即
チ
忠

正
神
社
ヲ
勧
請
仕
リ
、
春
秋
祭
日
ハ
勿
論
、
平
常
タ
リ
ト
モ
崇
敬
参
拝
ノ
衆
庶
社
頭

ニ
輻
輳
、
実
ニ
神
徳
ノ
盛
ナ
ル
日
ニ
一
日
ヨ
リ
新
ナ
リ
、
因
テ
重
畳
申
立
候
モ
恐
懼

ノ
至
ニ
候
得
ト
モ
、
特
旨
ヲ
以
テ
県
社
ニ
相
加
ラ
レ
、
従
前
ノ
通
、
豊
栄
神
社
境
内

ニ
鎮
座
、
野
田
神
社
ト
改
唱
仕
度
、
此
段
奉
懇
願
候
也

明
治
九
年
九
月
八
日

中
島
松
堂

瀧
戸
悠
菴

能
美

遠

高
橋
譲
輔

林

乙
熊

井
上
李
輔

光
永
直
助

河
内
傭
平

上
山
清
也

山
口
県
令
関
口
隆
吉
殿

二

野
田
神
社
十
年
祭

明
治
十
四
年
（
一
八
八
一
）
四
月
、
「
野
田
神
社
十
年
祭
」
が

挙
行
さ
れ
た
（
史
料
④
）
。
こ
れ
に
あ
わ
せ
て
作
成
さ
れ
た
「
贈

近
代
神
社
史
料
と
向
き
合
う
　
―
野
田
神
社
を
創
る
―
　（
淺
川
）

九
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一
位
野
田
神
社
功
徳
略
記
」
（
松
原
家
文
書
〈
さ
い
た
ま
市
〉

）

に
は
、
「
公
ノ
盛
徳
鴻
業
僅
々
冊
子
ノ
得
テ
盡
ス
所
」
と
し
て
、

敬
親
の
事
績
が
重
ね
て
強
調
さ
れ
て
い
る
。

兼
重
淳
輔
・
吉
田
嘉
蔬
ら
の
手
に
よ
る
「
忠
正
公
実
録
」
の
脱

稿
と
時
を
同
じ
く
し
て
い
る
。

■
史
料
④

「
野
田
神
社
十
年
祭
広
告
」
（
松
原
家
文
書
〈
さ
い
た
ま
市
〉

）

広
告

本
年
四
月
ハ
野
田
神
社
十
年
ノ
辰
ニ
当
ル
ヲ
以
テ
、
二
十
七
日
ノ
例
祭
ニ
引
続
、
翌
二
十
八
日
、
別
ニ

祭
典
ヲ
修
ム
ル
ノ
許
可
ヲ
得
タ
リ
、
然
ル
ニ
神
事
能
説
教
詩
歌
ノ
会
等
ヲ
モ
設
ケ
、
神
慮
ヲ
慰
メ
奉
ラ
ン
ト

ス
ル
ニ
由
リ
、
延
テ
五
月
三
日
マ
テ
一
週
間
ノ
祭
儀
ヲ
願
請
セ
ン
ト
ス
、
抑
モ
県
内
ニ
在
ル
モ
ノ
、
此
神
ノ
鴻

恩
ニ
沐
浴
セ
サ
ル
ハ
無
シ
、
誰
カ
祠
下
ニ
拝
跪
シ
テ
其
徳
ヲ
追
慕
ス
ル
ノ
情
ナ
カ
ラ
ン
ヤ
、
願
ク
ハ
有
志
ノ
諸

君
来
会
シ
、
祭
祀
ニ
従
事
ア
ラ
ン
コ
ト
ヲ
、
因
テ
遍
ク
報
告
ス

明
治
十
四
年
二
月

野
田
神
社
総
代
人

三

野
田
神
社
の
独
立

（
ア
）
豊
栄
神
社
の
別
格
官
幣
社
昇
格

明
治
十
五
年
（
一
八
八
二
）
、
毛
利
家
山
口
用
達
所
編
輯
座
の

中
島
松
堂
ら
に
よ
る
防
長
出
身
の
内
務
省
貴
顕
へ
の
強
い
は
た
ら

き
か
け
が
奏
功
し
て
、
豊
栄
神
社
が
別
格
官
幣
社
に
昇
格
し
た
。

社
格
の
違
い
に
よ
り
、
祭
事
催
行
上
の
不
都
合
も
生
じ
た
こ
と
か

ら
、
敬
親
を
祀
る
野
田
神
社
の
独
立
と
社
殿
新
築
の
気
運
が
高
ま

り
始
め
た
。

社
地
は
、
豊
栄
神
社
の
隣
接
地
に
選
定
さ
れ
た
。
旧
藩
主
の
依

り
代
に
ふ
さ
わ
し
い
社
殿
造
営
の
た
め
に
は
手
狭
で
あ
っ
た
た

め
、
毛
利
家
へ
の
嘆
願
の
結
果
、
山
口
野
田
別
邸
の
敷
地
東
端
が

譲
与
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
（
史
料
⑤
⑥
）
。

■
史
料
⑤
ａ

「
奉
伺
録
」
（
毛
利
家
文
庫
９
諸
省

〈

の

〉
）

□諾

○印
（
柏
村
信
）

○印
（
東
条
頼
介
）

野
田
社
ハ
、
過
ル
明
治
六
年
、
有
志
ノ
士
民
協
議
シ
テ
県
社
願
請
シ
、
允
許
ノ
上
、

其
節
ハ
御
別
社
造
建
ノ
余
力
モ
無
之
、
豊
栄
神
社
ノ
別
殿
明
キ
有
之
分
ヘ
仮
ニ
奉
安

置
、
御
両
社
御
合
併
ノ
姿
ニ
テ
荏
苒
十
ケ
年
ノ
星
霜
ヲ
経
過
仕
候
、
其
間
有
志
ノ
向

ヨ
リ
ハ
御
別
社
新
建
ノ
儀
、
頻
ニ
建
議
モ
有
之
候
得
共
、
時
節
ヲ
見
合
遷
延
相
過
来

リ
候
、
然
ル
ニ
今
般
、
豊
栄
神
社
御
昇
格
ニ
被
為
成
テ
ハ
、
御
祭
式
ヲ
始
メ
諸
般
ノ

格
式
懸
隔
ニ
テ
不
体
裁
ノ
ミ
ニ
可
有
之
、
従
前
ヨ
リ
御
一
社
ノ
御
祭
ニ
テ
モ
必
ス
御

両
社
ヘ
御
同
様
ノ
献
備
ナ
リ
シ
モ
、
以
往
ハ
甚
不
都
合
ト
被
相
考
、
其
他
諸
般
右
様

ノ
類
ト
察
セ
ラ
レ
、
殊
ニ
、
只
今
、
神
殿
ハ
御
社
内
ノ
偏
偶
ニ
有
之
不
位
置
ニ
テ
、

日
夜
賽
詣
ノ
人
モ
観
望
シ
奉
リ
、
感
歎
ニ
不
堪
ル
景
況
ナ
リ
シ
モ
、
自
是
ハ
、
猶
更

一
層
ノ
感
ヲ
増
シ
可
申
、
就
而
ハ
御
新
社
造
建
不
相
成
テ
ハ
、
片
時
モ
済
セ
ラ
レ
ス

形
勢
ニ
相
成
候
、
然
ル
ニ
又
当
時
節
柄
広
ク
有
志
ノ
醵
金
ヲ
集
メ
候
テ
モ
本
意
ナ
ラ

ス
万
一
勧
財
体
ニ
流
レ
候
テ
ハ
、
第
一
神
慮
ニ
不
相
協
事
ニ
付
、
纔
ナ
カ
ラ
引
キ
当

テ
ノ
金
ヲ
以
テ
、
迚
モ
人
意
ニ
適
ス
ル
事
ハ
不
相
成
ト
モ
、
且
ツ
且
ツ
ニ
モ
御
別
社

ノ
形
ニ
相
成
候
様
、
御
有
掛
リ
神
殿
ヲ
別
地
ヘ
遷
座
シ
奉
リ
可
然
ト
協
議
仕
候
、
然

ル
処
引
離
シ
別
地
ヘ
御
社
ヲ
設
ル
儀
ハ
金
員
引
足
不
申
候
ニ
付
、
豊
栄
神
社
内
西
南

ノ
小
山
ノ
端
ヲ
斫
開
キ
神
殿
ヲ
相
建
候
者
、
内
情
ハ
従
前
御
合
併
ノ
心
持
ニ
テ
、
萬

般
御
便
利
ニ
可
有
之
、
然
ル
ニ
、
右
小
山
ノ
開
地
ニ
テ
モ
尚
狭
少
、
第
一
ニ
土
砂
ノ

除
場
モ
無
之
候
ニ
付
、
只
今
野
田
旧
御
邸
内
ノ
東
北
ノ
隅
御
裏
門
ノ
辺
ニ
テ
、
凡
弐

反
歩
程
ノ
地
ヲ
野
田
神
社
ヘ
御
寄
附
被
成
下
候
様
願
度
、
御
内
慮
奉
窺
候
、
若
右
ノ

地
御
允
許
難
被
為
成
御
様
子
ニ
モ
有
之
候
者
、
別
段
地
所
見
立
候
外
無
之
、
左
候
而

者
多
額
ノ
入
費
ニ
モ
有
之
、
御
両
社
ノ
御
便
利
モ
宜
シ
カ
ラ
ス
可
相
成
ト
大
キ
ニ
苦

心
罷
在
候
間
、
右
情
誼
御
酌
取
、
此
段
東
京
表
ヘ
程
能
御
取
成
仰
窺
シ
下
サ
レ
度
候
、

右
願
ノ
通
御
允
許
ニ
モ
相
成
儀
ニ
候
者
、
表
立
県
庁
へ
相
願
、
其
節
絵
図
面
ヲ
モ
取

調
、
尚
亦
可
奉
申
上
候

明
治
十
六
年
三
月

野
田
神
社
祀
官

上
山
清
也

同

祀
掌

高
橋
右
胤

野
田
神
社
惣
代
人

富
永
利
兵
衛

林

勇
蔵

上
領
頼
軌

兼
重
淳
輔

河
北
一
殿

林
万
樹
多
殿

（
朱
書
）
別
紙
申
立
ノ
通
リ
御
寄
附
相
成
候
条
御
取
計
ヒ
有
之
度
、
尚
実
地
調
査

絵
図
面
相
添
ヘ
詳
細
ニ
可
申
出
候
事

明
治
十
六
年
三
月
十
三
日
□印
（
家
令
）

近
代
神
社
史
料
と
向
き
合
う
　
―
野
田
神
社
を
創
る
―
　（
淺
川
）

九
八
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史
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淺
川
）
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〇
〇



（
エ
）
野
田
神
社
の
別
格
官
幣
社
昇
格
請
願

野
田
神
社
の
新
築
移
転
に
際
し
て
、
野
田
神
社
の
別
格
官
幣
社

昇
格
の
は
た
ら
き
か
け
も
同
時
に
進
め
ら
れ
て
い
た
（
史
料
⑪
）
。

明
治
十
六
年
（
一
八
八
三
）
十
二
月
、
県
令
原
保
太
郎
は
自
ら
上

京
し
て
政
府
関
係
部
局
へ
の
歎
願
を
試
み
て
い
る
。
翌
年
一
月
に

県
令
か
ら
内
務
卿
に
宛
て
た
申
請
書
中
に
は
「
何
卒
破
格
ノ
御
詮

議
ヲ
以
テ
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
別
格
官
幣
社
昇
格
に
向
け
て
強

い
は
た
ら
き
か
け
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

し
か
し
、
明
治
十
九
年
二
月
、
「
加
列
ノ
儀
」
「
目
下
御
詮
議

難
相
成
」
と
の
内
務
大
臣
山
縣
有
朋
か
ら
の
通
牒
が
発
せ
ら
れ
た
。

豊
栄
神
社
昇
格
直
後
で
あ
っ
た
こ
と
、
防
長
で
二
社
目
と
い
う
こ

と
も
関
係
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
野
田
神
社
の
別
格
官
幣
社

昇
格
は
見
送
ら
れ
た
。

申
請
当
時
の
微
妙
な
政
治
バ
ラ
ン
ス
の
把
握
な
ど
、
別
格
官
幣

社
昇
格
の
成
否
の
真
相
究
明
に
は
多
様
な
視
点
か
ら
の
検
証
が
必

要
で
あ
ろ
う
（
明
治
十
年
代
の
豊
栄
神
社
と
野
田
神
社
の
別
格
官

幣
社
昇
格
を
め
ぐ
る
政
治
情
勢
に
つ
い
て
は
、
田
中
誠
二
「
『
撫

育
金
七
十
万
両
献
金
』
を
め
ぐ
っ
て
」
（
『
山
口
県
地
方
史
研
究
』

号
、
二
〇
一
八
年
六
月
〉
、
渡
部
史
之
「
中
嶋
松
堂
と
『
撫
育

金
七
十
万
両
献
金
』
説
の
発
見
―
『
明
治
一
五
〇
年
記
念

山
口
県

地
方
史
学
会
特
別
講
演
会
』
を
聴
講
し
て
―
」
（
『
同
』

号
、

二
〇
一
八
年
十
一
月
〉
に
詳
し
い
）
。

■
史
料
⑪

「
神
祇
事
務
」
明
治
十
九
年
（
県
庁
戦
前
Ｂ

）

野
田
神
社
別
格
官
幣
社
昇
階
歎
願
書

旧
藩
主
毛
利
敬
親
卿
ハ
、
遠
祖
元
就
朝
臣
ノ
遺
志
ヲ
紹
継
シ
、
勤
王
ノ
志
特
ニ
厚
ク
、

畢
竟
王
事
ニ
勤
労
シ
テ
匪
窮
ノ
誠
ヲ
効
シ
、
諸
藩
ニ
先
チ
版
籍
ヲ
奉
還
シ
維
新
ノ
皇

基
ヲ
鞏
定
シ
、
県
治
ノ
鴻
業
ヲ
翊
賛
シ
、
且
元
徳
卿
ニ
至
リ
遺
志
ヲ
奉
シ
七
拾
万
円

ノ
金
貨
ヲ
奉
献
シ
テ
内
庫
ノ
費
用
ニ
供
シ
候
ハ
、
朝
記
ニ
モ
相
見
ヘ
可
申
其
他
朝
旨

ヲ
遵
奉
シ
、
藩
政
改
革
行
届
、
殊
ニ
練
兵
其
任
ヲ
尽
シ
候
段
、
岩
倉
公
ノ
具
奏
セ
シ

コ
ト
ナ
ト
、
其
功
勲
ハ
元
就
朝
臣
ニ
比
シ
テ
及
ハ
サ
ル
コ
ト
ナ
シ
、
朝
廷
聖
恩
ノ
優

渥
ナ
ル
、
元
就
朝
臣
ノ
霊
ニ
豊
栄
ノ
神
号
ヲ
賜
ハ
リ
県
社
ニ
列
シ
、
敬
親
卿
ヘ
モ
同

様
野
田
神
社
ノ
格
ヲ
賜
ハ
リ
、
闔
県
人
民
崇
敬
罷
在
候
然
処
、
去
年
十
二
月
ニ
至
リ

勅
意
ヲ
以
テ
豊
栄
神
社
ヲ
陛
シ
テ
別
格
官
幣
社
二
被
為
列
候
ハ
誠
二
難
有
次
第
ニ

テ
、
士
民
一
統
欣
躍
抃
舞
、
随
テ
発
祀
ノ
節
モ
士
女
奔
波
犠
牲
モ
豊
盛
ヲ
極
メ
候
、

就
テ
ハ
野
田
神
社
ノ
ミ
依
然
県
社
ニ
差
置
レ
候
テ
ハ
親
シ
ク
恩
徳
ニ
浴
シ
候
県
下
ノ

士
民
ニ
取
リ
テ
悲
嘆
ノ
意
ナ
キ
能
ハ
ス
、
祀
前
参
詣
イ
タ
シ
候
テ
モ
徘
徊
願
望
表
フ

所
ア
ル
カ
如
キ
ノ
意
態
ヲ
免
ル
ル
能
ハ
ス
、
是
迠
埜
田
ノ
神
位
ハ
豊
栄
神
社
ノ
別
殿

ヘ
安
置
コ
レ
ア
リ
候
得
共
、
此
度
士
民
協
議
祀
宇
新
築
終
始
仕
居
候
ニ
付
、
何
卒
格

別
ノ
御
詮
議
ヲ
以
テ
、
埜
田
神
社
別
格
官
幣
社
ニ
昇
階
被
仰
付
被
下
候
様
、
偏
ニ
奉

懇
願
候
、
因
之
是
迠
敬
親
卿
ヘ
下
シ
賜
リ
候
勅
語
宸
翰
類
私
記
ノ
侭
別
紙
録
上
御
参

考
ニ
供
シ
奉
リ
候
間
、
国
家
柱
石
藩
翰
儀
型
等
聖
意
ノ
在
ル
所
御
体
認
下
サ
レ
、
特

典
ヲ
以
テ
士
民
志
願
通
リ
昇
階
官
幣
社
ノ
儀
、
幾
回
ニ
モ
泣
血
嘆
願
仕
候
、
然
ル
上

ハ
敬
親
卿
在
天
ノ
霊
夙
昔
勤
王
ノ
士
ヲ
以
テ
朝
廷
ノ
御
為
メ
冥
護
仕
候
ハ
勿
論
ノ
コ

ト
ニ
テ
、
県
下
八
十
万
ノ
人
民
世
々
草
ヲ
結
ヒ
恩
ニ
報
ユ
ル
ノ
念
誓
テ
相
忘
申
間
敷

候
、
私
共
士
民
ノ
総
代
ト
シ
テ
連
署
御
願
申
出
候
、
恐
惶
恐
惶
頓
首
頓
首

明
治
十
六
年
十
二
月
二
十
八
日

上
山
清
也
□印

兼
重
淳
輔
○印

河
北

一
○印

林
万
樹
太
□印

能
美

遠
○印

上
領
頼
軌
□印

中
島
松
堂
□印

井
上
半
三
□印

藤
田
與
次
○印

杉

民
治
○印

林

勇
蔵
□印

桑
原
藤
次
郎
○印

片
山
喜
八
○印

山
口
県
知
事
原
保
太
郎
殿

（
奥
書
）
右
戸
長
今
井
信
雄
□印

近
代
神
社
史
料
と
向
き
合
う
　
―
野
田
神
社
を
創
る
―
　（
淺
川
）

一
〇
一



（
オ
）
野
田
神
社
遷
宮

明
治
十
八
年
（
一
八
八
五
）
五
月
、
豊
栄
神
社
内
で
野
田
神
社

仮
遷
座
の
儀
式
が
執
り
行
わ
れ
た
（
「
神
社
事
務
」
県
庁
戦
前
Ｂ

）
。
明
治
十
九
年
四
月
十
七
日
に
は
新
社
殿
の
上
棟
式
、
四
月

二
十
日
に
は
正
遷
宮
式
が
挙
行
さ
れ
た
（
史
料
⑫
）
。
大
祓
式
な

ど
の
具
体
的
な
式
次
第
、
参
列
者
の
着
用
衣
服
、
隊
列
編
制
、
着

座
位
置
な
ど
、
遷
宮
式
の
詳
細
は
「
神
祇
事
務
」
（
県
庁
戦
前
Ｂ

）
に
記
録
さ
れ
て
い
る
。

野
田
神
社
の
新
築
移
転
に
あ
わ
せ
て
、
豊
栄
神
社
に
つ
い
て
も
、

そ
の
偉
容
を
整
え
る
目
的
で
、
社
務
所
新
築
や
屋
根
葺
替
な
ど
、

境
内
地
整
備
が
順
次
進
め
ら
れ
て
い
っ
た
。
旧
第
十
大
区
（
吉
敷

郡
北
部
）
人
民
有
志
と
毛
利
家
か
ら
は
両
神
社
共
用
の
石
鳥
居
が

奉
納
さ
れ
て
い
る
（
史
料
⑬
）
。

現
在
の
野
田
神
社
境
内
地
に
足
を
踏
み
入
れ
る
と
、
社
殿
の
移

転
新
築
に
際
し
て
寄
進
さ
れ
た
多
数
の
構
造
物
を
確
認
で
き
る
。

吉
敷
郡
北
部
士
族
奉
納
の
狛
犬
は
萩
の
石
工
山
中
武
資
の
手
に
な

る
も
の
で
あ
る
。
山
中
は
、
萩
か
ら
瀬
戸
内
方
面
へ
の
陸
路
の
利

便
性
を
高
め
る
た
め
に
設
け
ら
れ
た
鹿
背
隧
道
（
国
登
録
有
形
文

化
財
。
隧
道
内
部
全
体
を
煉
瓦
で
巻
き
立
て
た
道
路
隧
道
と
し
て

は
当
時
国
内
最
長
。
鹿
背
隧
道
掘
削
は
、
山
口･

三
田
尻
間
の
鯖
山

洞
道
の
パ
イ
ロ
ッ
ト
事
業
で
あ
っ
た
。
）
の
工
事
に
際
し
て
も
、

石
工
棟
梁
と
し
て
陣
頭
指
揮
に
あ
た
っ
て
い
る
。
こ
の
ほ
か
に
、

大
津
郡
人
民･

南
吉
敷
部
士
族･

後
河
原
町
か
ら
献
納
さ
れ
た
石
燈

籠
も
確
認
で
き
る
。
界
隈
の
野
田
町
か
ら
は
躑
躅
が
、
上
竪
小
路

か
ら
は
樅
が
そ
れ
ぞ
れ
献
上
さ
れ
境
内
地
を
彩
っ
た
。

上
棟
式･

遷
宮
式･

春
季
例
祭
に
あ
わ
せ
て
流
鏑
馬
や
能･

狂
言

も
奉
納
さ
れ
た
。
「
希
有
の
慶
事
」
に
遭
遇
し
た
防
長
士
民
の
様

子
を
「
旧
藩
公
の
鴻
恩
に
沐
浴
せ
し
我
々
は
敬
慕
恐
悦
」
と
当
時

の
『
防
長
新
聞
』
が
表
現
し
て
い
る
。

旧
藩
主
の
慰
霊
に
は
、
イ
ン
フ
ラ
整
備
の
意
味
あ
い
が
内
包
さ

れ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
『
防
長
新
聞
』
は
、
「
萩
鹿
背
洞

道
開
通
式
の
賑
い
に
匹
敵
す
る
」
と
も
報
じ
て
い
る
。

当
時
の
野
田
神
社
祠
官
上
山
清
也
は
、
文
政
三
年
（
一
八
二
〇
）

生
ま
れ
。
天
保
六
年
（
一
八
三
五
）
、
萩
藩
十
一
代
藩
主
斉
元
の

近
侍
役
と
し
て
登
用
さ
れ
た
後
、
敬
親
の
奥
番
役
（
側
用
人
役
）

や
敬
親
夫
人
の
裏
老
役
を
歴
任
し
た
。
藩
主
側
近
の
ひ
と
り
で
、

豊
栄
神
社
創
建
と
同
時
に
豊
栄
神
社
祠
官
と
忠
正
神
社
祠
官
に
併

任
さ
れ
、
そ
の
後
、
野
田
神
社
宮
司
と
な
っ
た
（
「
官
国
幣
社
事

務
」
県
庁
戦
前
Ｂ

）
。

野
田
神
社
の
神
門
脇
に
据
え
ら
れ
た
左
右
一
対
の
石
燈
籠
。
幕

末
期
に
は
岩
倉
具
視
の
護
衛
の
任
に
あ
た
っ
た
剣
豪
と
し
て
も
そ

の
名
を
知
ら
れ
る
初
代
山
口
県
知
事
（
三
代
目
県
令
）
原
保
太
郎

が
明
治
十
九
年
に
献
納
し
た
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
拝
殿
雨
樋
下
に
据
え
ら
れ
た
巨
大
な
無
筋
コ
ン
ク
リ
ー

近
代
神
社
史
料
と
向
き
合
う
　
―
野
田
神
社
を
創
る
―
　（
淺
川
）

一
〇
二



ト
の
用
水
溜
は
、
小
野
田
セ
メ
ン
ト
の
創
業
者
笠
井
順
八
か
ら
の

奉
納
品
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
野
田
神
社
境
内
は
、
防
長
人
民
の

旧
藩
主
敬
親
へ
敬
慕
の
念
が
つ
ま
っ
た
空
間
な
の
で
あ
る
。

な
お
、
神
門
に
至
る
石
段
右
手
に
は
、
妻
飾
り
の
懸
魚
、
柱
を

繋
ぐ
虹
梁
な
ど
に
立
体
感
あ
ふ
れ
る
繊
細
な
彫
刻
の
あ
し
ら
わ
れ

た
手
水
屋
の
姿
を
確
認
で
き
る
。
彫
物
を
得
意
と
し
た
大
島
大
工

に
よ
る
献
納
と
伝
え
ら
れ
る
（
『
山
口
県
の
近
代
和
風
建
築
』

二

〇
一
一
年
）
。
中
央
に
据
え
ら
れ
た
、
睡
蓮
を
模
し
た
や
や
大
ぶ

り
の
手
水
鉢
は
、
サ
イ
ズ
、
デ
ザ
イ
ン
と
も
に
、
香
山
園
の
勅
撰

銅
碑
手
前
の
も
の
と
同
じ
で
あ
る
。

■
史
料
⑫

「
神
祇
事
務
」
明
治
十
九
年
（
県
庁
戦
前
Ｂ

）

野
田
神
社
正
遷
宮
ノ
儀
ニ
付
願

県
社
野
田
神
社
神
殿
工
事
中
、
豊
栄
神
社
神
殿
内
ヘ
仮
遷
宮
相
成
居
候
処
、
此
度
神

殿
其
他
一
切
落
成
候
ニ
付
、
来
ル
四
月
二
十
日
、
正
遷
宮
仕
度
、
就
テ
ハ
仮
遷
宮
ノ

節
通
リ
御
庁
ヨ
リ
モ
御
参
向
相
成
候
様
致
度
、
此
段
併
テ
相
願
候
也

明
治
十
九
年
三
月
十
日

別
格
官
幣
社
豊
栄
神
社
宮
司

上
山
清
也
□印

山
口
県
令
原
保
太
郎
殿

■
史
料
⑬

「
官
国
幣
社
事
務
」
明
治
十
九
年
（
県
庁
戦
前
Ｂ

）

豊
栄
神
社
境
内
鳥
居
引
移
ニ
付
願

豊
栄
神
社
境
内
ニ
有
之
候
石
大
鳥
居
壱
基
、
先
年
本
県
下
旧
第
十
大
区
有
志
中
ヨ
リ
、

豊
栄
野
田
両
神
社
ヘ
奉
納
仕
、
已
ニ
額
面
ニ
於
テ
モ
三
條
公
御
染
筆
等
両
神
社
ノ
名

義
ニ
相
成
居
候
得
ハ
、
今
般
野
田
神
社
別
地
新
築
移
転
ニ
付
テ
ハ
、
両
社
ヘ
相
対
ス

ル
カ
為
メ
、
別
紙
図
面
朱
書
ノ
地
位
ヘ
引
移
仕
度
、
尤
モ
該
費
金
等
ハ
毛
利
家
別
社

建
築
費
ヨ
リ
支
弁
ノ
儀
ニ
候
間
、
前
段
引
移
ノ
儀
、
至
急
御
許
可
被
下
度
、
奉
願
候

也

明
治
十
九
年
三
月
十
日

宮
司
上
山
清
也
□印

山
口
県
令
原
保
太
郎
殿

四

野
田
神
社
の
別
格
官
幣
社
昇
格

大
正
四
年
（
一
九
一
五
）
十
月
、
野
田
神
社
は
念
願
の
別
格
官

幣
社
昇
格
を
果
た
し
た
。
大
正
天
皇
の
即
位
儀
礼
で
世
間
が
慶
賀

ム
ー
ド
に
沸
き
立
っ
て
い
た
頃
、
毛
利
敬
親
は
国
家
の
忠
臣
と
し

て
の
お
墨
付
き
を
得
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
こ
に
至
っ
て
、
旧
藩

主
毛
利
敬
親
を
容
姿
端
麗
に
祀
り
上
げ
る
ス
ト
ー
リ
ー
は
大
団
円

を
迎
え
た
。
「
別
格
官
幣
社
昇
格
願
副
本
」
（
史
料
⑭
）
に
連
な

る
在
京
崇
敬
者
総
代
の
名
前
に
、
別
格
官
幣
社
昇
格
の
も
つ
政
治

的
な
意
味
合
い
が
は
っ
き
り
集
約
さ
れ
て
い
る
。

添
付
さ
れ
た
詳
細
な
建
築
図
面
、
当
時
の
社
殿
の
姿
を
伝
え
る

数
々
の
写
真
も
貴
重
で
あ
る
（
写
真
３
「
南
西
方
向
か
ら
撮
影
さ

れ
た
神
殿
」
）
。
さ
ら
に
、
高
名
な
絵
師
の
手
に
な
る
も
の
と
思

わ
れ
る
境
内
図
に
は
、
神
社
空
間
が
麗
し
く
描
き
出
さ
れ
て
い
る
。

格
式
の
高
さ
も
強
調
さ
れ
て
い
て
、
二
つ
の
価
値
観
を
視
覚
的
に

味
わ
う
こ
と
の
で
き
る
興
味
深
い
絵
画
資
料
と
言
え
る
（
写
真
４

参
照
）
。

野
田
神
社
別
格
官
幣
社
昇
格
の
旁
ら
に
居
た
の
は
、
明
治
十
一

年
（
一
八
七
八
）
萩
生
ま
れ
、
あ
の
幕
末
の
「
三
家
老
」
国
司
信

濃
の
孫
で
あ
り
、
東
京
國
學
院
で
皇
典
を
修
め
た
国
司
直
行
で
あ

る
。
明
治
三
十
七
年
豊
栄
神
社
宮
司
に
任
じ
ら
れ
、
翌
年
野
田
神

社
を
も
管
轄
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
大
正
に
な
っ
て
も
な
お
国
司

家
は
毛
利
家
を
警
護
し
続
け
て
い
た
の
で
あ
る
。

近
代
神
社
史
料
と
向
き
合
う
　
―
野
田
神
社
を
創
る
―
　（
淺
川
）
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■
史
料
⑭
「
官
国
幣
社
」
大
正
六
年
（
県
庁
戦
前
Ｂ

）

別
格
官
幣
社
昇
格
願

山
口
県
周
防
国
吉
敷
郡
山
口
町
大
字
上
宇
野
令
鎮
座

県
社
野
田
神
社

本
社
ハ
贈
正
一
位
毛
利
敬
親
并
従
一
位
毛
利
元
徳
ノ
神
霊
ヲ
奉
齋
ス
ル
ノ
所
ト
ス
、

初
メ
ハ
官
許
ヲ
請
ヒ
別
格
官
幣
社
豊
栄
神
社
ニ
合
祭
シ
テ
忠
正
神
社
ト
崇
メ
別
殿
ニ

奉
安
シ
タ
ル
モ
、
他
社
ニ
合
祭
ス
ル
ハ
其
勲
功
ヲ
永
遠
ニ
伝
フ
ル
ニ
於
テ
欠
ル
所
ア

ル
ノ
感
ア
リ
、
因
テ
明
治
九
年
十
月
、
官
ニ
請
ヒ
野
田
神
社
ト
号
シ
、
県
社
ニ
列
セ

ラ
レ
、
同
十
九
年
三
月
ニ
至
リ
、
別
ニ
荘
厳
ナ
ル
社
殿
ヲ
新
築
ス
、
其
後
元
徳
公
薨

去
ア
リ
シ
ヲ
以
テ
、
亦
官
許
ヲ
得
テ
本
社
ニ
合
祀
セ
リ
、
抑
モ
忠
正
公
カ
首
ト
シ
テ

勤
王
ヲ
唱
ヘ
、
百
折
撓
マ
ス
、
遂
ニ
克
ク
維
新
ノ
鴻
業
ヲ
賛
襄
シ
タ
ル
偉
勲
ハ
、
千

歳
不
磨
ノ
詔
勅
ニ
赫
奕
ト
シ
テ
後
人
ノ
賛
述
ヲ
須
ヰ
ス
、
而
シ
テ
忠
愛
公
毗
翼
ノ
功

亦
実
ニ
多
キ
ニ
居
ル
モ
ノ
ア
リ
、
従
来
県
民
挙
テ
其
勲
績
遺
徳
ヲ
仰
瞻
シ
歳
時
奉
祭

シ
テ
常
ニ
崇
敬
ノ
念
ヲ
絶
サ
ル
ハ
固
ヨ
リ
其
所
ナ
リ
、
本
年
今
上
陛
下
御
即
位
ノ
大

典
ヲ
挙
行
ア
ラ
セ
ラ
ル
ル
ニ
付
テ
ハ
、
特
殊
ノ
聖
旨
ヲ
以
テ
本
社
ヲ
別
格
官
幣
ノ
班

ニ
列
セ
ラ
レ
忠
正
公
ヲ
主
神
ト
シ
忠
愛
公
ヲ
配
祀
シ
テ
其
勲
績
ヲ
永
遠
ニ
伝
ヘ
崇
敬

者
ヲ
シ
テ
益
々
欽
仰
ノ
念
ヲ
厚
ク
セ
シ
メ
ラ
レ
ン
コ
ト
冀
望
ニ
堪
ヘ
ス
、
其
世
道
人

心
ニ
裨
益
ス
ル
ノ
多
大
ナ
ル
モ
亦
固
ク
信
シ
テ
疑
ハ
サ
ル
所
ナ
リ
、
因
テ
両
公
ノ
勲

績
提
要
其
他
必
要
ナ
ル
関
係
書
類
相
添
ヘ
崇
敬
者
一
同
ヲ
代
表
シ
謹
テ
奉
願
候
也
、

追
テ
基
本
財
産
其
他
不
備
ノ
点
モ
有
之
候
ハ
ヽ
御
指
示
ニ
従
ヒ
可
申
候
、
此
段
為
念

申
添
候

大
正
四
年
五
月
三
十
一
日

在
京
崇
敬
者
総
代

東
京
市
小
石
川
区
関
口
町
一
四
七
番
地

公
爵
山
縣
有
朋
○印

同
市
麻
布
区
宮
村
町
四
一
番
地

侯
爵
井
上
馨
○印

同
市
同
区
笄
町
一
七
二
番
地

伯
爵
寺
内
正
毅
○印

同
市
麹
町
区
平
河
町
五
丁
目
二
二
番
地

子
爵
杉
孫
七
郎
○印

山
口
県
崇
拝
者
総
代

山
口
県
吉
敷
郡
山
口
町
大
字
下
竪
小
路
第
一
四
九
番
地

吉
田
乙
熊
○印

同
県
同
郡
同
町
大
字
中
讃
井
第
九
七
番
地

小
川
藤
太
○印

同
県
同
郡
同
町
大
字
中
市
第
一
四
番
地

八
木
宗
十
郎
○印

同
県
同
郡
同
町
大
字
上
宇
野
令
第
二
八
二
番
屋
敷

上
司
淵
蔵
○印

同
県
同
郡
同
町
二
五
七
番
地

河
北
勘
七
○印

同
県
同
郡
同
町
一
六
七
番
地

兼
重
虎
三
郎
○印

県
社
野
田
神
社
宮
司

男
爵
国
司
直
行
○印

同
社
掌

小
方
登
一
○印

内
務
大
臣
子
爵
大
浦
兼
武
殿

敬
親
略
歴
略

元
徳
略
歴
略

･
･
･
･･
･･
･
･･
･
･･
･
･･
･･
･
･･
･
･･
･
･･
･･
･･
･
･
･･
･･
･
･･
･
･･
･
･･
･･
･
･･
･
･･
･
･･
･･
･

「
神
社
明
細
書
写
」

山
口
県
管
下
周
防
国
吉
敷
郡
山
口
町
大
字
上
宇
野
令
鎮
座

県
社
野
田
神
社

一
、
祭
神

贈
正
一
位
毛
利
敬
親
卿

従
一
位
毛
利
元
徳
卿

一
、
由
緒

明
治
六
年
九
月
二
十
五
日
、
防
長
士
民
ノ
懇
願
ニ
ヨ
リ
毛
利
敬
親
卿
ヲ
豊
栄
神
社

境
内
別
殿
ニ
祀
リ
忠
正
神
社
ト
称
ス
、
明
治
九
年
十
月
十
七
日
、
地
名
ニ
ヨ
リ
野

田
神
社
ト
改
称
、
同
日
県
社
ニ
列
セ
ラ
ル
、
同
十
九
年
三
月
十
六
日
、
今
ノ
地
ニ

移
ス
、
明
治
三
十
一
年
十
一
月
十
五
日
毛
利
元
徳
卿
ヲ
合
祀
ス

社
殿
之
部
（
名
称
の
み
抜
粋
。
法
量･

坪
数
等
は
省
略
）

神
殿
、
釣
屋
、
幣
殿
、
幣
殿
左
右
廻
廊
、
神
饌
所
、
透
塀
、
祓
舎
、
拝
殿
、
門

左
右
小
門
、
倉
庫
、
水
舎
、
社
務
所
、
井
戸
屋
形
、
廁
、
能
楽
堂
、
廊
下
、
能

楽
堂
（
役
者
詰
所
、
役
者
控
所
甲
乙
、
廁
）

土
地
之
部
（
略
）

崇
敬
人
員

山
口
県
下
一
般
竝
東
京
及
各
地
方
ヘ
出
身
有
志
者
一
同

（
山
口
町
四
五
〇
〇
戸
、
其
他
郡
市
二
一
万
戸
、
東
京
及
各
地
方
五
〇
〇
〇
戸
）

基
本
金
（
略
）

基
本
財
産
保
管
預
証
写
（
略
）

図
面

９
枚

①
社
殿
平
面

②
神
殿
（
正
面
・
側
面
・
平
面
）

③
幣
殿
廻
廊
（
正
面
・
平
面
）

④
幣
殿

神
門
前
釣
屋
（
側
面
・
平
面
）

⑤
神
饌
所

⑥
拝
殿
（
正
面
・
側
面
）

⑦
神
門
（
正
面
・

側
面
・
平
面
）

⑧
神
庫
（
正
面
・
側
面
・
平
面
）

⑨
社
務
所
（
正
面
・
側
面
）

写
真①

神
殿
南
面
及
西
側

②
神
殿
西
北
側
及
外
囲
透
塀

③
神
殿
釣
屋
幣
殿
東
北
側
及
外
囲
透

塀

④
神
殿
扉
正
面
（
釣
屋
中
央
か
ら
）

⑤
幣
殿
北
西
側

⑥
幣
殿
南
面

⑦
祓
舎
東
北
側

⑧
拝
殿
南
面

⑨
拝
殿
西
側

⑩
神
庫
東
面

⑪
神
門
正
南
面

⑫
神
門
内
側

⑬
水
屋
西

面
及
南
側

⑭
社
務
所
東
面

⑮
華
表
正
南
面

⑯
境
内
入
口
南
面

⑰
宝
物
（
神
社
創

立
記
・
敬
親
卿
和
歌
二
首
・
太
刀
壱
振
無
銘
）

⑱
宝
物
（
元
徳
卿
和
歌
・
太
刀
壱
振
正
宗
作
）

⑲
宝
物
（
龍
之
図
壱
幅
〈
雪
舟
筆
〉
）

境
内
図
（
略
。
写
真
２
参
照
）

五

野
田
神
社
の
歩
み
が
も
の
が
た
る
近
代

野
田
神
社
の
別
格
官
幣
社
昇
格
は
、
旧
藩
主
顕
彰
を
前
面
に
押

し
出
し
つ
つ
、
新
時
代
の
扉
を
押
し
開
け
た
防
長
人
の
功
績
を
際

立
た
せ
る
演
出
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
こ
と
は
否
め
な
い
。

近
代
神
社
史
料
と
向
き
合
う
　
―
野
田
神
社
を
創
る
―
　（
淺
川
）

一
〇
四



き
っ
ち
り
と
し
た
法
体
系
の
も
と
に
均
質
に
連
な
る
こ
と
が
強

く
求
め
ら
れ
た
近
代
の
中
央
集
権
的
な
国
づ
く
り
の
指
向
は
、
地

縁
を
基
盤
と
す
る
そ
れ
ま
で
の
世
の
中
の
あ
り
よ
う
と
は
か
け
離

れ
た
も
の
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
う
し
た
状
況
に

あ
っ
て
、
国
家
の
指
向
と
日
常
生
活
と
の
隔
た
り
を
埋
め
る
た
め

の
心
の
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
て
、
旧
藩
主
に
寄
り
添
い
隣
り
合
う
こ

と
が
求
め
ら
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
支
配
の
側
か
ら
も
人
心
掌

握
策
の
ひ
と
つ
と
し
て
好
都
合
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
あ
っ
た
も
の
と

思
わ
れ
る
。

旧
藩
主
を
容
姿
端
麗
に
祀
り
あ
げ
る
作
業
は
絶
え
間
な
く
続
け

ら
れ
て
い
っ
た
。

明
治
十
年
代
に
は
、
こ
こ
ま
で
見
て
き
た
野
田
神
社
創
出
の
動

向
に
加
え
て
、
瑠
璃
光
寺
五
重
塔
の
屋
根
修
理
（
檜
皮
屋
根
葺
替

を
含
む
）
が
行
わ
れ
た
。
そ
れ
は
、
近
世
を
通
じ
て
、
毛
利
家
の

経
済
的
な
支
援
に
よ
っ
て
明
治
ま
で
命
脈
を
保
っ
て
き
た
室
町
建

築
の
化
粧
直
し
的
な
修
理
で
あ
っ
た
。
明
治
三
十
年
代
に
は
、
山

口
亀
山
に
旧
藩
主
支
藩
主
の
銅
像
が
建
設
さ
れ
、
さ
ら
に
は
、
毛

利
敬
親
の
勲
功
を
顕
彰
す
る
勅
撰
銅
碑
も
瑠
璃
光
寺
五
重
塔
や
香

山
墓
所
に
近
接
す
る
場
所
に
設
立
さ
れ
た
。

そ
し
て
、
大
正
四
年
（
一
九
一
五
）
の
野
田
神
社
別
格
官
幣
社

昇
格
と
時
を
同
じ
く
し
て
、
幕
末
期
に
旧
山
口
政
事
堂
の
置
か
れ

た
そ
の
場
所
に
、
「
白
亜
の
洋
風
建
築
」
県
庁
舎
と
県
会
議
事
堂

が
新
築
さ
れ
た
（
大
正
五
年
）
。
防
長
の
政
治
的
な
臍
下
丹
田
と

し
て
の
場
所
性
が
重
視
さ
れ
た
結
果
で
あ
ろ
う
。
勅
撰
銅
碑
の
背

後
北
方
で
は
、
近
世
以
来
の
毛
利
家
の
支
援
の
バ
ト
ン
を
受
け
継

ぐ
か
た
ち
で
山
口
の
歴
史
性
の
証
徴
で
あ
る
瑠
璃
光
寺
五
重
塔
の

本
格
的
な
解
体
修
理
が
実
施
さ
れ
た
。
古
建
築
の
も
つ
歴
史
性
や

建
築
美
が
保
全
さ
れ
た
こ
と
に
加
え
て
、
建
築
年
も
特
定
（
嘉
吉

二
年
＝
一
四
四
二
年
）
さ
れ
、
由
緒
が
正
確
に
裏
付
け
ら
れ
た
。

同
様
に
、
近
世
期
に
毛
利
家
の
経
済
的
支
援
を
う
け
て
い
た
が
、

明
治
期
に
入
っ
て
損
傷
が
著
し
く
倒
壊
の
危
機
に
直
面
し
て
い
た

旧
法
泉
寺
観
音
堂
（
大
内
持
盛
創
建
の
観
音
寺
の
大
伽
藍
の
遺
構
）

も
ま
た
、
四
百
年
前
建
造
物
の
概
念
に
救
わ
れ
、
大
正
四
年
に
洞

春
寺
境
内
に
解
体
移
築
さ
れ
た
。

こ
れ
ら
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、
近
代
に
お
け
る
県
政
の
舞
台
と

し
て
の
山
口
の
偉
容
を
整
え
る
作
業
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
野
田

神
社
の
別
格
官
幣
社
昇
格
と
軌
を
一
に
す
る
「
由
緒
の
演
出
」
で

あ
り
、
旧
藩
主
敬
親
の
事
績
を
美
し
く
顕
彰
す
る
作
業
で
あ
っ
た

と
言
え
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

以
上
は
、
人
び
と
の
心
の
う
ち
を
推
量
し
た
も
の
で
あ
り
、
史

料
に
基
づ
い
た
精
緻
な
論
証
と
は
言
え
な
い
の
か
も
し
れ
な
い

が
、
歴
史
の
流
れ
に
思
い
を
馳
せ
る
に
あ
た
っ
て
は
、
時
代
を
包

み
込
ん
で
い
た
雰
囲
気
に
も
常
に
敏
感
に
目
を
向
け
て
お
く
必
要

が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

近
代
神
社
史
料
と
向
き
合
う
　
―
野
田
神
社
を
創
る
―
　（
淺
川
）

一
〇
五



記
録
に
よ
る
敬
親
の
顕
彰
作
業
も
明
治
か
ら
昭
和
戦
前
に
至
る

ま
で
一
貫
し
て
続
け
ら
れ
た
（
山
﨑
一
郎
「
語
ら
れ
て
い
く
敬
親

―
近
代
に
お
け
る
伝
記
編
纂
と
顕
彰
―
」
〈
『
明
治

年
記
念
特

別
展
激
動
の
幕
末
長
州
藩
主
毛
利
敬
親
図
録
』

二
〇
一
八
年
〉

に
詳
し
い
）
。
毛
利
家
主
導
の
修
史
事
業
、
豊
栄
神
社
の
整
備
、

野
田
神
社
の
創
出
、
両
社
の
別
格
官
幣
社
昇
格
は
、
お
互
い
に
強

く
連
関
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
「
由
緒
正
し
く
」
、
そ
し
て
「
容

姿
端
麗
」
な
旧
藩
主
を
感
じ
る
こ
と
に
よ
り
、
防
長
人
民
の
紐
帯

が
深
ま
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

お
わ
り
に

日
本
が
近
代
の
ス
テ
ー
ジ
へ
と
足
を
踏
み
入
れ
て
、
一
五
〇
年

の
歳
月
が
流
れ
た
。
館
蔵
の
神
社
関
連
史
料
を
め
く
り
な
が
ら
、

防
長
ゆ
か
り
の
人
び
と
が
創
り
上
げ
よ
う
と
し
た
世
界
観
を
追
跡

し
て
み
た
。

変
革
の
時
代
を
駆
け
抜
け
て
明
治
に
た
ど
り
つ
い
た
人
び
と
が

内
面
的
に
求
め
た
も
の
の
ひ
と
つ
、
そ
れ
が
旧
藩
主
を
容
姿
端
麗

に
演
出
し
て
隣
り
合
う
こ
と
、
そ
し
て
見
守
り
続
け
て
も
ら
う
こ

と
で
あ
っ
た
。

旧
来
の
秩
序
が
否
定
さ
れ
る
な
か
、
人
び
と
が
心
の
よ
り
ど
こ

ろ
と
し
た
の
は
、
皮
肉
に
も
、
藩
主
の
威
光
も
含
め
た
近
世
的
な

秩
序
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
新
し
い
時
代
の
訪
れ
を
理
解
で

き
て
も
、
不
安
定
な
世
情
に
あ
っ
て
平
穏
な
日
常
を
過
ご
す
た
め

に
、
自
分
の
立
ち
位
置
を
確
か
め
る
物
差
し
と
し
て
、
直
近
の
前

時
代
的
な
も
の
が
不
可
欠
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

平
成
の
時
代
、
バ
ブ
ル
崩
壊
と
い
う
価
値
観
の
大
転
換
に
直
面

し
た
人
び
と
は
昭
和
を
懐
か
し
ん
だ
。
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
や
日

本
万
博
博
覧
会
（
大
阪
万
博
）
が
象
徴
す
る
高
度
経
済
成
長
期
の

物
語
が
、
今
ま
た
、
日
本
の
未
来
像
を
描
く
に
あ
た
っ
て
の
起
死

回
生
の
ス
ト
ー
リ
ー
と
し
て
模
倣
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。
同
じ

よ
う
に
、
明
治
以
降
の
近
代
日
本
に
あ
っ
て
も
、
近
世
の
息
づ
か

い
を
完
全
に
消
し
去
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

北
海
道
余
市
郡
仁
木
町
。
旧
毛
利
家
開
墾
事
務
所
の
置
か
れ
て

い
た
小
高
い
丘
陵
地
。
明
治
十
四
年
（
一
八
八
一
）
に
開
墾
が
着

手
さ
れ
た
大
江
村
を
見
渡
す
こ
と
の
で
き
る
そ
の
場
所
に
大
江
神

社
が
あ
る
。
明
治
二
十
年
、
野
田
神
社
か
ら
の
分
霊
に
よ
り
創
建

さ
れ
た
神
社
で
あ
る
。
毛
利
敬
親
は
、
き
び
し
い
自
然
に
立
ち
向

か
い
、
北
の
大
地
で
懸
命
に
生
き
抜
く
防
長
人
の
行
く
末
を
も
穏

や
か
に
見
つ
め
て
い
た
の
で
あ
る
（
史
料
⑮
）
。

■
史
料
⑮

「
官
国
幣
社
事
務
」
明
治
二
十
年
（
県
庁
戦
前
Ｂ

）

旅
行
件
ニ
付
願

今
般
県
社
野
田
神
社
御
分
靈
ヲ
奉
鎮
シ
永
ク
産
土
神
社
ト
奉
仰
度
段
、
北
海
道
後
志

国
余
市
郡
大
江
村
移
住
人
民
総
代
ト
シ
テ
毛
利
家
開
墾
地
委
員
粟
屋
貞
一
ヨ
リ
出
願

仕
候
ニ
付
、
願
之
通
聞
届
候
処
、
至
急
右
御
分
靈
ヲ
奉
シ
東
上
候
様
、
従
二
位
毛
利

旧
藩
主
ヨ
リ
内
意
之
趣
モ
有
之
候
旁
、
来
ル
二
十
四
日
本
社
出
発
往
復
三
週
間
ノ
積

近
代
神
社
史
料
と
向
き
合
う
　
―
野
田
神
社
を
創
る
―
　（
淺
川
）

一
〇
六



ヲ
以
テ
祠
掌
安
原
勇
実
ヲ
従
ヘ
東
上
仕
度
、
尚
不
在
中
ハ
禰
宜
高
橋
右
胤
ヘ
代
理
為

致
度
候
間
、
於
御
庁
御
差
支
モ
無
之
候
ハ
ハ
、
速
ニ
御
聞
届
被
成
下
度
、
此
段
奉
願

候
也

明
治
二
十
年
六
月
二
十
一
日

豊
栄
神
社
宮
司
兼
野
田
神
社
祠
官

上
山
清
也
○印

山
口
県
知
事
原
保
太
郎
殿

■
写
真
１
「
豊
栄
神
社
境
内
図
」
明
治
二
十
八
年
（
県
庁
戦
前
Ｂ

■
写
真
２
「
野
田
神
社
境
内
社
殿
配
置
図
」
明
治
十
七
年
（
県
庁
戦
前
Ｂ

）

■
写
真
３
「
野
田
神
社
神
殿
」
大
正
四
年
（
県
庁
戦
前
Ｂ

）

近
代
神
社
史
料
と
向
き
合
う
　
―
野
田
神
社
を
創
る
―
　（
淺
川
）

一
〇
七



請
求
番
号

簿
冊
標
題

簿
冊
標
記
年

作
成

請
求
番
号

簿
冊
標
題

簿
冊
標
記
年

作
成

戦
前

Ａ
社

寺
1
5

社
寺

雑
事

録
明

治
6
年

庶
務

掛
戦

前
Ｂ

8
4
7

神
祇

事
務

明
治

2
8
年

内
務

部
第

三
課

戸
籍

掛

戦
前

Ａ
社

寺
2
4
6

官
国

幣
社

事
務

明
治

1
0
年

第
一

課
社

寺
掛

戦
前

Ｂ
8
4
8

神
祇

事
務

明
治

2
9
年

内
務

部
第

三
課

戸
籍

掛

戦
前

Ａ
社

寺
2
4
7

官
国

幣
社

事
務

明
治

1
1
年

第
一

課
社

寺
掛

戦
前

Ｂ
5
8
4

官
国

幣
社

一
件

録
明

治
2
9
年

文
書

課
戸

籍
掛

戦
前

Ａ
社

寺
2
4
8

官
国

幣
社

明
細

図
大

正
？

戦
前

Ｂ
5
8
5

官
国

幣
社

一
件

録
①

明
治

3
0
年

文
書

課
戸

籍
掛

戦
前

Ｂ
6
8
2

神
社

事
務

明
治

1
6
年

庶
務

課
社

寺
掛

戦
前

Ｂ
5
9
4

官
国

幣
社

一
件

録
②

明
治

3
0
年

文
書

課
戸

籍
掛

戦
前

Ｂ
5
6
8

官
国

幣
社

一
件

録
①

明
治

1
7
年

文
書

課
社

寺
掛

戦
前

Ｂ
8
4
9

神
祇

事
務

明
治

3
0
年

内
務

部
第

三
課

戸
籍

掛

戦
前

Ｂ
5
6
9

官
国

幣
社

一
件

録
②

明
治

1
7
年

文
書

課
社

寺
掛

戦
前

Ｂ
6
8
9

神
社

一
件

①
明

治
3
1
年

内
務

部
第

三
課

戸
籍

掛

戦
前

Ｂ
6
8
3

神
社

事
務

明
治

1
7
年

庶
務

課
戸

籍
掛

戦
前

Ｂ
6
9
0

神
社

一
件

②
明

治
3
1
年

内
務

部
第

三
課

戸
籍

掛

戦
前

Ｂ
6
8
5

神
社

事
務

明
治

1
8
年

庶
務

課
戸

籍
掛

戦
前

Ｂ
6
0
7

県
社

以
下

神
社

明
治

3
2
年

文
書

課

戦
前

Ｂ
5
7
0

官
国

幣
社

事
務

明
治

1
8
年

文
書

課
戸

籍
掛

戦
前

Ｂ
5
8
7

官
国

幣
社

明
治

3
2
年

文
書

課

戦
前

Ｂ
5
7
1

官
国

幣
社

事
務

明
治

1
9
年

文
書

課
戸

籍
掛

戦
前

Ｂ
6
0
8

県
社

以
下

神
社

明
治

3
3
年

内
務

部
第

一
課

庶
務

掛

戦
前

Ｂ
8
3
4

神
祇

事
務

①
明

治
1
9
年

戸
籍

掛
戦

前
Ｂ

5
8
9

官
国

幣
社

明
治

3
3
年

内
務

部
第

一
課

庶
務

掛

戦
前

Ｂ
8
3
5

神
祇

事
務

②
明

治
1
9
年

戸
籍

掛
戦

前
Ｂ

5
9
0

官
国

幣
社

明
治

3
4
年

内
務

部
第

一
課

庶
務

掛

戦
前

Ｂ
8
3
6

神
祇

事
務

③
明

治
1
9
年

第
一

部
第

三
課

戸
籍

掛
戦

前
Ｂ

6
0
9

県
社

以
下

神
社

①
明

治
3
4
年

内
務

部
第

一
課

庶
務

掛

戦
前

Ｂ
5
7
2

官
国

幣
社

事
務

明
治

2
0
年

第
一

部
第

三
課

戸
籍

掛
戦

前
Ｂ

6
1
0

県
社

以
下

神
社

②
明

治
3
4
年

内
務

部
第

一
課

庶
務

掛

戦
前

Ａ
社

寺
追

９
社

寺
明

治
2
1
年

第
一

部
第

三
課

戸
籍

掛
戦

前
Ｂ

5
9
1

官
国

幣
社

明
治

3
5
年

内
務

部
第

一
課

戸
籍

掛

戦
前

Ｂ
5
7
4

官
国

幣
社

事
務

明
治

2
1
年

第
一

部
第

三
課

戸
籍

掛
戦

前
Ｂ

6
1
1

県
社

以
下

神
社

①
明

治
3
5
年

内
務

部
第

一
課

庶
務

掛

戦
前

Ｂ
8
3
7

神
祇

事
務

明
治

2
1
年

第
一

部
第

三
課

戸
籍

掛
戦

前
Ｂ

6
1
2

県
社

以
下

神
社

②
明

治
3
5
年

内
務

部
第

一
課

庶
務

掛

戦
前

Ｂ
5
7
5

官
国

幣
社

事
務

明
治

2
1
年

第
一

部
第

三
課

戸
籍

掛
戦

前
Ｂ

6
1
3

県
社

以
下

神
社

③
明

治
3
5
年

内
務

部
第

一
課

庶
務

掛

戦
前

Ｂ
8
3
8

神
祇

事
務

①
明

治
2
2
年

第
一

部
第

三
課

戸
籍

掛
戦

前
Ｂ

5
9
2

官
国

幣
社

明
治

3
6
年

内
務

部
第

一
課

庶
務

掛

戦
前

Ｂ
8
3
9

神
祇

事
務

②
明

治
2
2
年

第
一

部
第

三
課

戸
籍

掛
戦

前
Ｂ

6
1
4

県
社

以
下

神
社

①
明

治
3
6
年

内
務

部
第

一
課

庶
務

掛

戦
前

Ｂ
5
7
7

官
国

幣
社

一
件

録
明

治
2
3
年

文
書

課
戦

前
Ｂ

6
1
5

県
社

以
下

神
社

②
明

治
3
6
年

内
務

部
第

一
課

庶
務

掛

戦
前

Ｂ
8
4
0

神
祇

事
務

①
明

治
2
3
年

文
書

課
戦

前
Ｂ

5
9
3

官
国

幣
社

明
治

3
7
年

戸
籍

掛

戦
前

Ｂ
8
4
1

神
祇

事
務

①
明

治
2
3
年

文
書

課
戦

前
Ｂ

6
1
6

県
社

以
下

神
社

明
治

3
7
年

文
書

課

戦
前

Ｂ
5
7
8

官
国

幣
社

事
務

①
明

治
2
4
年

文
書

課
戦

前
Ｂ

5
9
4

官
国

幣
社

明
治

3
8
年

戸
籍

掛

戦
前

Ｂ
5
7
9

官
国

幣
社

事
務

②
明

治
2
4
年

文
書

課
戦

前
Ｂ

6
1
7

県
社

以
下

神
社

明
治

3
8
年

文
書

課

戦
前

Ｂ
8
4
3

神
祇

事
務

①
明

治
2
4
年

文
書

課
戦

前
Ｂ

6
1
8

県
社

以
下

神
社

①
明

治
3
9
年

文
書

課

戦
前

Ｂ
8
4
2

神
祇

事
務

②
明

治
2
4
年

文
書

課
戦

前
Ｂ

6
1
9

県
社

以
下

神
社

②
明

治
3
9
年

文
書

課

戦
前

Ｂ
5
8
0

官
国

幣
社

一
件

録
明

治
2
5
年

文
書

課
戦

前
Ｂ

6
2
0

県
社

以
下

神
社

①
明

治
4
0
年

第
三

部
兵

事
係

戦
前

Ｂ
6
8
7

神
社

一
件

録
①

明
治

2
5
年

第
三

課
戸

籍
掛

戦
前

Ｂ
6
2
1

県
社

以
下

神
社

②
明

治
4
0
年

第
三

部
兵

事
係

戦
前

Ｂ
6
8
8

神
社

一
件

録
②

明
治

2
5
年

第
三

課
戸

籍
掛

戦
前

Ｂ
5
9
5

官
国

幣
社

①
明

治
3
9
－

4
0
年

戸
籍

掛

戦
前

Ｂ
5
8
1

官
国

幣
社

一
件

録
明

治
2
6
年

文
書

課
戦

前
Ｂ

5
9
6

官
国

幣
社

②
明

治
3
9
－

4
0
年

戸
籍

掛

戦
前

Ｂ
8
4
4

神
祇

事
務

①
明

治
2
6
年

文
書

課
戦

前
Ｂ

5
9
7

官
国

幣
社

明
治

4
1
－

4
2
年

学
務

兵
事

課
兵

事
係

戦
前

Ｂ
8
4
5

神
祇

事
務

②
明

治
2
6
年

文
書

課
戦

前
Ｂ

6
2
2

県
社

以
下

神
社

①
明

治
4
1
年

第
二

部
兵

事
係

戦
前

Ｂ
8
4
6

神
祇

事
務

明
治

2
7
年

文
書

課
戦

前
Ｂ

6
2
3

県
社

以
下

神
社

②
明

治
4
1
年

第
二

部
兵

事
係

戦
前

Ｂ
5
8
2

官
国

幣
社

一
件

録
明

治
2
7
年

文
書

課
戦

前
Ｂ

6
2
4

県
社

以
下

神
社

①
明

治
4
2
年

第
二

部
兵

事
係

戦
前

Ｂ
5
8
3

官
国

幣
社

一
件

録
明

治
2
8
年

文
書

課
戦

前
Ｂ

6
2
5

県
社

以
下

神
社

②
明

治
4
2
年

第
二

部
兵

事
係

戦
前

Ｂ
8
5
2

古
社

寺
取

調
書

（
官

国
幣

社
）

明
治

2
8
年

内
務

部
第

三
課

戸
籍

掛
戦

前
Ｂ

6
2
6

県
社

以
下

神
社

③
明

治
4
2
年

第
二

部
兵

事
係

表
１
．
「
明
治
・
大
正
・
昭
和
戦
前
期
」
の
神
社
動
静
を
概
観
で
き
る
史
料
〈
山
口
県
文
書
館
蔵
行
政
文
書
〉

近
代
神
社
史
料
と
向
き
合
う
　
―
野
田
神
社
を
創
る
―
　（
淺
川
）

一
〇
八



請
求
番
号

簿
冊
標
題

簿
冊
標
記
年

作
成

請
求
番
号

簿
冊
標
題

簿
冊
標
記
年

作
成

戦
前

Ｂ
5
9
8

官
国

幣
社

明
治

4
3
年

学
務

兵
事

課
戦

前
Ｂ

6
4
8

県
社

以
下

神
社

②
大

正
1
0
年

内
務

部
学

務
兵

事
課

戦
前

Ａ
社

寺
1
9
1

県
社

以
下

神
社

①
明

治
4
3
年

学
務

兵
事

課
兵

事
係

戦
前

Ｂ
6
4
9

県
社

以
下

神
社

①
大

正
1
1
年

内
務

部
学

務
兵

事
課

社
寺

掛

戦
前

Ａ
社

寺
1
9
2

県
社

以
下

神
社

②
明

治
4
3
年

学
務

兵
事

課
兵

事
係

戦
前

Ｂ
6
5
0

県
社

以
下

神
社

②
大

正
1
1
年

内
務

部
学

務
兵

事
課

戦
前

Ｂ
6
2
8

県
社

以
下

神
社

①
明

治
4
4
年

学
務

兵
事

課
兵

事
係

戦
前

Ｂ
6
5
1

県
社

以
下

神
社

①
大

正
1
2
年

内
務

部
学

務
兵

事
課

戦
前

Ｂ
6
2
9

県
社

以
下

神
社

②
明

治
4
4
年

学
務

兵
事

課
兵

事
係

戦
前

Ｂ
6
5
2

県
社

以
下

神
社

②
大

正
1
2
年

内
務

部
学

務
兵

事
課

戦
前

Ｂ
5
9
9

官
国

幣
社

明
治

4
4
年

学
務

兵
事

課
戦

前
Ｂ

6
5
3

県
社

以
下

神
社

③
大

正
1
2
年

内
務

部
学

務
兵

事
課

戦
前

Ｂ
6
3
0

県
社

以
下

神
社

①
明

治
4
5
年

学
務

兵
事

課
兵

事
係

戦
前

Ｂ
6
5
4

県
社

以
下

神
社

①
大

正
1
3
年

内
務

部
学

務
兵

事
課

戦
前

Ｂ
6
3
1

県
社

以
下

神
社

②
明

治
4
5
年

学
務

兵
事

課
兵

事
係

戦
前

Ａ
1
9
8

県
社

以
下

神
社

②
大

正
1
3
年

内
務

部
学

務
兵

事
課

戦
前

Ｂ
6
0
0

官
国

幣
社

明
治

4
5
年

学
務

課
戦

前
Ｂ

6
5
5

県
社

以
下

神
社

大
正

1
4
年

学
務

部
社

寺
兵

事
課

戦
前

Ｂ
6
3
2

県
社

以
下

神
社

①
大

正
2
年

学
務

課
戦

前
Ｂ

6
5
6

県
社

以
下

神
社

大
正

1
4
年

学
務

部
社

寺
兵

事
課

戦
前

Ｂ
6
3
3

県
社

以
下

神
社

②
大

正
2
年

学
務

課
戦

前
Ｂ

6
5
7

県
社

以
下

神
社

①
大

正
1
5
年

学
務

部
社

寺
兵

事
課

戦
前

Ｂ
6
0
1

官
国

幣
社

大
正

2
年

学
務

課
戦

前
Ｂ

6
5
8

県
社

以
下

神
社

②
大

正
1
5
年

学
務

部
社

寺
兵

事
課

戦
前

Ｂ
6
0
2

官
国

幣
社

大
正

3
年

庶
務

課
戦

前
Ｂ

6
5
9

県
社

以
下

神
社

大
正

1
5
年

学
務

部
社

寺
兵

事
課

戦
前

Ｂ
6
3
4

県
社

以
下

神
社

大
正

3
年

学
務

課
戦

前
Ｂ

6
6
0

県
社

以
下

神
社

昭
和

2
年

学
務

部
社

寺
兵

事
課

戦
前

Ａ
社

寺
1
9
3

県
社

以
下

神
社

①
大

正
4
年

学
務

兵
事

課
兵

事
係

戦
前

Ｂ
6
6
1

県
社

以
下

神
社

①
昭

和
2
年

学
務

部
社

寺
兵

事
課

戦
前

Ａ
社

寺
1
9
4

県
社

以
下

神
社

②
大

正
4
年

学
務

兵
事

課
兵

事
係

戦
前

Ｂ
6
6
2

県
社

以
下

神
社

②
昭

和
2
年

学
務

部
社

寺
兵

事
課

戦
前

Ｂ
6
0
3

官
国

幣
社

大
正

4
－

5
年

庶
務

課
戦

前
Ａ

社
寺

1
9
9

県
社

以
下

神
社

昭
和

3
年

学
務

部
社

寺
兵

事
課

戦
前

Ｂ
6
3
5

県
社

以
下

神
社

①
大

正
5
年

学
務

兵
事

課
戦

前
Ｂ

6
6
3

県
社

以
下

神
社

①
昭

和
3
年

学
務

部
社

寺
兵

事
課

戦
前

Ｂ
6
3
6

県
社

以
下

神
社

②
大

正
5
年

学
務

兵
事

課
戦

前
Ｂ

6
6
4

県
社

以
下

神
社

②
昭

和
3
年

学
務

部
社

寺
兵

事
課

戦
前

Ｂ
6
3
7

県
社

以
下

神
社

③
大

正
5
年

学
務

兵
事

課
戦

前
Ａ

社
寺

2
0
0

県
社

以
下

神
社

①
昭

和
4
年

学
務

部
社

寺
兵

事
課

戦
前

Ａ
社

寺
1
9
5

県
社

以
下

神
社

大
正

5
－

6
年

学
務

兵
事

課
戦

前
Ａ

社
寺

2
0
1

県
社

以
下

神
社

②
昭

和
4
年

学
務

部
社

寺
兵

事
課

戦
前

Ｂ
6
0
4

官
国

幣
社

大
正

6
年

学
務

兵
事

課
兵

事
係

戦
前

Ｂ
6
6
5

県
社

以
下

神
社

昭
和

4
年

学
務

部
社

寺
兵

事
課

戦
前

Ａ
社

寺
1
9
6

県
社

以
下

神
社

①
大

正
6
年

学
務

兵
事

課
戦

前
Ｂ

6
6
6

県
社

以
下

神
社

①
昭

和
3
－

5
年

学
務

部
社

寺
兵

事
課

戦
前

Ａ
社

寺
1
9
7

県
社

以
下

神
社

②
大

正
6
年

学
務

兵
事

課
戦

前
Ｂ

6
6
7

県
社

以
下

神
社

②
昭

和
5
年

学
務

部
社

寺
兵

事
課

戦
前

Ｂ
6
0
5

官
国

幣
社

大
正

7
年

学
務

兵
事

課
兵

事
係

戦
前

Ｂ
6
6
8

県
社

以
下

神
社

③
昭

和
5
年

学
務

部
社

寺
兵

事
課

戦
前

Ｂ
6
3
8

県
社

以
下

神
社

①
大

正
7
年

学
務

兵
事

課
戦

前
Ｂ

6
6
9

県
社

以
下

神
社

昭
和

6
年

学
務

部
社

寺
兵

事
課

戦
前

Ｂ
6
3
9

県
社

以
下

神
社

②
大

正
7
年

学
務

兵
事

課
戦

前
Ｂ

6
7
0

県
社

以
下

神
社

昭
和

6
年

学
務

部
社

寺
兵

事
課

戦
前

Ｂ
6
4
0

県
社

以
下

神
社

③
大

正
7
年

学
務

兵
事

課
戦

前
Ｂ

6
7
1

県
社

以
下

神
社

昭
和

7
年

学
務

部
社

寺
兵

事
課

戦
前

Ｂ
6
0
6

官
国

幣
社

大
正

8
－

9
年

学
務

兵
事

課
兵

事
係

戦
前

Ｂ
6
7
2

県
社

以
下

神
社

昭
和

7
－

9
年

学
務

部
社

寺
兵

事
課

戦
前

Ｂ
6
4
1

県
社

以
下

神
社

①
大

正
8
年

学
務

兵
事

課
戦

前
Ｂ

6
7
3

県
社

以
下

神
社

昭
和

7
年

学
務

部
社

寺
兵

事
課

戦
前

Ｂ
6
4
2

県
社

以
下

神
社

②
大

正
8
年

学
務

兵
事

課
戦

前
Ｂ

6
7
4

県
社

以
下

神
社

昭
和

8
年

学
務

部
社

寺
兵

事
課

戦
前

Ｂ
6
4
3

県
社

以
下

神
社

③
大

正
8
年

学
務

兵
事

課
戦

前
Ｂ

6
7
5

県
社

以
下

神
社

昭
和

8
年

学
務

部
社

寺
兵

事
課

戦
前

Ｂ
6
4
4

県
社

以
下

神
社

①
大

正
9
年

内
務

部
学

務
兵

事
課

戦
前

Ｂ
6
7
7

県
社

以
下

神
社

昭
和

9
年

学
務

部
社

寺
兵

事
課

戦
前

Ｂ
6
4
5

県
社

以
下

神
社

②
大

正
9
年

内
務

部
学

務
兵

事
課

戦
前

Ｂ
6
7
8

県
社

以
下

神
社

昭
和

9
年

学
務

部
社

寺
兵

事
課

戦
前

Ｂ
6
4
6

県
社

以
下

神
社

③
大

正
9
年

内
務

部
学

務
兵

事
課

戦
前

Ｂ
6
7
9

県
社

以
下

神
社

昭
和

1
0
年

学
務

部
社

寺
兵

事
課

戦
前

Ｂ
8
5
3
-
1

古
社

寺
大

正
9
年

－
昭

和
1
3
年

内
務

部
学

務
兵

事
課

戦
前

Ａ
社

寺
2
0
2

県
社

以
下

神
社

昭
和

1
3
年

学
務

部
社

寺
兵

事
課

戦
前

Ｂ
6
4
7

県
社

以
下

神
社

①
大

正
1
0
年

内
務

部
学

務
兵

事
課

 
 
 
 
 
 
 
＊

作
成

部
局

名
は

簿
冊

標
記

に
よ

る
。

近
代
神
社
史
料
と
向
き
合
う
　
―
野
田
神
社
を
創
る
―
　（
淺
川
）

一
〇
九



分
類
記
号

簿
冊
名
〔
標
記
年
〕

件
名

番
号

内
容
ほ
か

県
庁
戦
前
Ｂ
834

神
祇
事
務
〔
M
19〕

明
治

4
年

4
月

1
5
日

「
毛

利
敬

親
贈

位
宣

命
（

贈
従

一
位

）
」

〈
 
　

←
三

条
実

美
〉

県
庁
戦
前
Ａ
社
寺
15

社
寺
雑
事
録
〔
M
6〕

明
治

6
年

7
月

「
敬

親
神

霊
豊

栄
神

社
合

祀
」

申
請

〈
中

島
松

堂
・

上
山

清
也

ほ
か

1
1
名

　
→

県
令

中
野

梧
一

〉
【
本
文
史
料
①
】

明
治
期
政
府
布
達
類
310

教
部
省
指
令
録
〔
M
5-9〕

明
治

6
年

8
月

5
日

「
大

江
敬

親
神

霊
合

祀
」

申
請

〈
権

令
中

野
梧

一
・

権
参

事
吉

田
右

一
 
 
→

教
部

大
輔

宍
戸

璣
〉

／
9
月

1
3
日

許
可

〈
教

部
省

〉

【
本
文
史
料
②
】

県
庁
戦
前
Ａ
社
寺
15

社
寺
雑
事
録
〔
M
6〕

明
治

6
年

1
0
月

（
忠

正
公

勧
請

1
1
月

2
日

、
祭

礼
1
1
月

3
日

）
請

願
〈

中
島

松
堂

・
上

山
清

也
ほ

か
〉

／
1
0
月

1
2
日

「
聞

届
」

毛
利
家
祭
祀
132

献
備
金
請
払
帳
〔
M
7〕

「
忠

正
公

御
神

霊
御

勧
請

」
に

係
る

明
治
期
政
府
布
達
類
310

教
部
省
指
令
録
〔
M
5-9〕

明
治

9
年

9
月

8
日

「
野

田
神

社
県

社
加

列
申

請
」

〈
上

山
清

也
・

中
島

松
堂

ほ
か

7
名

　
→

県
令

関
口

隆
吉

　
→

教
部

大
輔

宍
戸

璣
）

 
／

明
治

9
年

1
0
月

1
4
日

聞
届

〈
教

部
大

輔
〉
【
本
文
史
料
③
】

毛
利
家
社
寺
88

野
田
神
社
昇
格
事
〔
S5〕

明
治

9
年

1
0
月

2
7
日

「
野

田
神

社
県

社
御

加
列

書
」

写
〈

山
口

県
〉

さ
い
た
ま
市
松
原
家
245

野
田
神
社
広
告

明
治

1
4
年

2
月

〔
広

告
〕

「
野

田
神

社
十

年
祭

」
野

田
神

社
惣

代
人
【
本
文
史
料
④
】

さ
い
た
ま
市
松
原
家
244

贈
一
位
野
田
神
社
功
徳
略
記

明
治

1
4
年

3
月

〔
刊

本
〕

県
庁
戦
前
Ａ
総
務
34

官
省
進
達
録
〔
M
15-16〕

明
治

1
6
年

1
月

2
2
日

「
豊

栄
神

社
別

格
官

幣
社

列
格

告
祭

勅
使

指
名

」
〈

太
政

官
　

→
県

令
原

保
太

郎
〉

／
1
月

3
1
日

請
書

〈
県

令
〉

県
庁
戦
前
Ａ
総
務
34

官
省
進
達
録
〔
M
15-16〕

明
治

1
6
年

2
月

3
日

「
山

口
県

士
族

上
山

清
也

豊
栄

神
社

宮
司

任
命

辞
令

」
〈

内
務

省
　

→
山

口
県

〉
／

2
月

1
4
日

請
書

〈
上

山
清

也
内

務
書

記
官

〉

県
庁
戦
前
Ａ
総
務
34

官
省
進
達
録
〔
M
15-16〕

明
治

1
6
年

2
月

2
6
日

（
豊

栄
神

社
禰

宜
高

橋
右

胤
、

主
典

岡
田

謙
道

・
馬

屋
原

政
之

進
「

任
命

辞
令

」
）

請
書

〈
　

→
内

務
省

〉

毛
利
家
諸
省
573

（
62-10）

奉
伺
録
〔
M
16〕

明
治

1
6
年

3
月

「
野

田
神

社
移

転
社

殿
新

築
毛

利
邸

接
続

地
寄

附
依

頼
」

〈
野

田
神

社
祠

官
上

山
清

也
ほ

か
　

→
毛

利
家

（
河

北
一

・
林

万
樹

多
）

／

明
治

1
6
年

3
月

1
3
日

承
諾

／
6
月

5
日

再
申

〔
図

面
提

出
〕

／
6
月

5
日

聞
届
【
本
文
史
料
⑤
】

県
庁
戦
前
Ｂ
569

官
国
幣
社
一
件
録
〔
M
17〕

明
治

1
6
年

9
月

「
野

田
神

社
新

建
願

」
〈

豊
栄

神
社

宮
司

兼
野

田
神

社
祠

官
上

山
清

也
ほ

か
・

神
社

惣
代

→
県

令
〉
【
本
文
史
料
⑦
】

明
治

1
6
年

1
0
月

3
1
日

「
野

田
神

社
地

所
之

儀
上

申
〔

境
内

平
面

図
（

建
物

配
置

）
略

〕
【
本
文
史
料
⑥
】

県
庁
戦
前
Ｂ
568

官
国
幣
社
一
件
録
〔
M
17〕

明
治

1
6
年

1
2
月

1
1
日

「
豊

栄
神

社
境

内
模

様
替

」

〔
野

田
神

社
〕

境
内

地
造

成
･
神

殿
移

転
･
社

殿
造

営
〈

豊
栄

神
社

宮
司

上
山

清
也

　
→

内
務

卿
山

田
顕

義
〉

／
明

治
1
7
年

2
月

6
日

聞
届
【
本
文
史
料
⑧
】

県
庁
戦
前
Ｂ
834

神
祇
事
務
〔
M
19〕

明
治

1
6
年

1
2
月

2
8
日

「
野

田
神

社
別

格
官

幣
社

昇
格

歎
願

」
〈

上
山

清
也

・
中

島
松

堂
ほ

か
1
1
名

　
→

県
知

事
（

県
令

）
〉

／

明
治

1
7
年

1
月

5
日

〈
　

→
内

務
卿

〉
【
本
文
史
料
⑪
】

県
庁
戦
前
Ｂ
684

神
社
事
務
〔
M
17〕

明
治

1
7
年

8
月

2
1
日

「
野

田
神

社
移

転
願

（
神

社
移

転
之

儀
ニ

付
伺

）
」

（
野

田
神

社
祠

官
上

山
清

也
　

→
長

官
 
 
→

内
務

卿
山

県
有

朋
）

 
／

明
治

1
7
年

9
月

1
5
日

聞
届
【
本
文
史
料
⑩
】

明
治
期
政
府
布
達
類
219

内
務
省
指
令
録
〔
M
17〕

明
治

1
7
年

8
月

2
1
日

「
野

田
神

社
移

転
願

（
神

社
移

転
之

儀
ニ

付
伺

）
」

（
県

令
　

→
内

務
卿

山
県

有
朋

）
／

9
月

1
5
日

聞
届
【
本
文
史
料
⑨
】

毛
利
家
維
新
記
事
雑
録
233

高
木
左
太
郎
献
白
書
〔
M
17〕

毛
利

敬
親

公
廟

殿
（

野
田

神
社

）
新

築
に

つ
い

て
の

建
言

書

毛
利
家
絵
図
1030

野
田
神
社
御
造
営
一
件

明
治

1
6
年

1
7
年

作
成

〔
平

面
図

２
枚

（
豊

栄
神

社
境

内
社

殿
配

置
図

、
野

田
神

社
境

内
図

〈
社

殿
縄

張
？

〉
〕

県
庁
戦
前
Ｂ
686

神
社
事
務
〔
M
18〕

明
治

1
8
年

5
月

2
5
日

「
野

田
神

社
仮

遷
座

届
」

〈
豊

栄
神

社
宮

司
兼

野
田

神
社

祠
官

上
山

清
也

　
→

県
令

〉

県
庁
戦
前
Ｂ
834

神
祇
事
務
〔
M
19〕

明
治

1
9
年

3
月

1
0
日

「
野

田
神

社
正

遷
宮

ノ
儀

ニ
付

願
」

〈
別

格
官

幣
社

豊
栄

神
社

宮
司

上
山

清
也

　
→

県
令

〉
／

3
月

1
2
日

差
支

無
〈

県
令

〉
【
本
文
史
料
⑫
】

県
庁
戦
前
Ｂ
571

官
国
幣
社
事
務
〔
M
19〕

明
治

1
9
年

3
月

1
0
日

「
豊

栄
神

社
鳥

居
引

移
」

〈
別

格
官

幣
社

豊
栄

神
社

宮
司

上
山

清
也

　
→

県
令

　
→

内
務

大
臣

山
県

有
朋

〉
／

4
月

3
0
日

承
諾

【
本
文
史
料
⑬
】

明
治
期
政
府
布
達
類
221

内
務
省
指
令
録
〔
M
19〕

明
治

1
9
年

4
月

3
0
日

「
（

豊
栄

神
社

境
内

鳥
居

引
移

）
伺

之
通

」
〈

内
務

大
臣

〉

県
庁
戦
前
Ｂ
834

神
祇
事
務
〔
M
19〕

明
治

1
9
年

2
月

「
県

社
例

祭
ノ

節
（

県
書

記
官

）
参

向
」

　
＝

野
田

神
社

1
1
月

3
日

県
庁
戦
前
Ｂ
834

神
祇
事
務
〔
M
19〕

明
治

1
9
年

2
月

「
野

田
神

社
社

格
ノ

件
ニ

付
通

牒
（

官
社

加
列

願
出

、
目

下
詮

議
難

相
成

）
」

〈
内

務
大

臣
官

房
→

県
令

〉

表
２
．
明
治
・
大
正
期
の
野
田
神
社
関
連
史
料

近
代
神
社
史
料
と
向
き
合
う
　
―
野
田
神
社
を
創
る
―
　（
淺
川
）

一
一
〇



分
類
記
号

簿
冊
名
〔
標
記
年
〕

件
名

番
号

内
容
ほ
か

県
庁
戦
前
Ｂ
834

神
祇
事
務
〔
M
19〕

明
治

1
9
年

3
月

2
2
日

「
野

田
神

社
新

築
箇

所
（

社
務

所
）

建
増

願
」

〈
祠

官
上

山
清

也
　

→
県

令
〉

／
4
月

8
日

願
出

通
〈

県
書

記
官

　
→

祠
官

〉

県
庁
戦
前
Ｂ
834

神
祇
事
務
〔
M
19〕

（
明

治
1
9
年

4
月

2
0
日

）
野

田
神

社
正

遷
宮

式
書

県
庁
戦
前
Ｂ
834

神
祇
事
務
〔
M
19〕

明
治

1
9
年

4
月

2
1
日

「
野

田
神

社
正

遷
宮

」
届

〈
豊

栄
神

社
宮

司
兼

野
田

神
社

祠
官

上
山

清
也

　
→

県
令

　
→

内
務

大
臣

〉

県
庁
戦
前
Ｂ
572

官
国
幣
社
事
務
〔
M
20〕

明
治

2
0
年

5
月

「
宮

司
履

歴
」

（
旧

宮
司

上
山

清
也

・
旧

禰
宜

高
橋

右
胤

・
旧

主
典

岡
田

謙
道

）
〈

豊
栄

神
社

社
務

所
　

→
県

庁
第

一
部

第
三

課
〉

県
庁
戦
前
Ｂ
572

官
国
幣
社
事
務
〔
M
20〕

明
治

2
0
年

6
月

2
1
日

「
（

野
田

神
社

分
霊

）
旅

行
願

」
北

海
道

後
志

国
余

市
郡

大
江

村
〈

豊
栄

神
社

宮
司

兼
野

田
神

社
祠

官
上

山
清

也
　

→
知

事
〉

〔
明

治
2
0
年

7
月

2
6
日

分
霊

大
祭

挙
行

〕
【
史
料
⑮
】

県
庁
戦
前
Ｂ
572

官
国
幣
社
事
務
〔
M
20〕

明
治

2
0
年

8
月

2
日

「
（

野
田

神
社

分
霊

）
帰

社
届

」
〈

豊
栄

神
社

宮
司

兼
野

田
神

社
祠

官
上

山
清

也
　

→
知

事
〉

戦
前
Ｂ
690

神
社
一
件
〔
M
31〕

明
治

3
1
年

3
月

1
1
日

「
忠

愛
公

合
祀

ノ
件

歎
願

（
祭

神
加

列
）

」
〈

木
梨

精
一

郎
ほ

か
1
1
名

　
→

秋
山

恕
卿

知
事

〉
／

3
月

1
8
日

〈
　

→
内

務
大

臣
〉

／
明

治
3
1
年

4
月

1
4
日

「
毛

利
家

副
申

書
添

付
指

示
」

〈
内

務
省

社
寺

局
長

久
米

金
弥

　
→

知
事

〉

戦
前
Ｂ
690

神
社
一
件
〔
M
31〕

明
治

3
1
年

1
0
月

5
日

「
（

再
申

）
故

従
一

位
毛

利
元

徳
公

合
祀

歎
願

」
〈

県
社

野
田

神
社

社
掌

安
原

勇
実

社
司

高
橋

右
胤

・
信

徒
惣

代
（

林
勇

蔵
ほ

か
）

・
忠

愛
公

御
由

緒
会

員
（

兼
重

淳
輔

・
河

北
一

・
木

梨
精

一
郎

ほ
か

）
→

秋
山

知
事

〉
／

9
月

3
0
日

「
歎

願
書

」
再

提
出

（
「

毛
利

元
昭

副
申

」
添

付
）

／
1
0
月

1
9
日

進
達

〈
知

事
　

→
内

務
省

社
寺

局
長

〉
／

明
治

3
1
年

1
1
月

8
日

聞
届

〈
内

務
大

臣
伯

爵
板

垣
退

助
〉

→
1
1
月

1
5
日

〈
知

事
〉

毛
利
家
社
寺
88

野
田
神
社
昇
格
事
〔
S5〕

写
〔

明
治

3
1
年

1
0
月

5
日

「
毛

利
元

徳
公

野
田

神
社

合
祀

願
」

／
1
1
月

1
5
日

聞
届

〈
秋

山
知

事
　

→
県

社
野

田
神

社
社

司
高

橋
右

胤
ほ

か
〉

〕

毛
利
家
祭
祀
203

忠
愛
公
野
田
神
社
ヘ
合
祀
ニ
付
御
遷
座
一
件

〔
明

治
3
2
年

作
成

〕

戦
前
Ｂ
604

官
国
幣
社
〔
T6〕

大
正

4
年

5
月

3
1
日

「
別

格
官

幣
社

昇
格

願
」

〈
崇

敬
者

総
代

　
→

内
務

大
臣

大
浦

兼
武

〉
【
本
文
史
料
⑭
】

戦
前
Ｂ
604

官
国
幣
社
〔
T6〕

大
正

4
年

6
月

6
日

「
別

格
官

幣
社

昇
格

願
」

〈
知

事
　

→
内

務
大

臣
〉

戦
前
Ｂ
604

官
国
幣
社
〔
T6〕

大
正

4
年

1
0
月

2
2
日

「
別

格
官

幣
社

昇
格

要
件

（
＝

境
内

地
拡

張
指

示
）

」
〈

神
社

局
長

　
→

知
事

〉
／

大
正

4
年

1
0
月

3
0
日

「
（

2
0
3
3
坪

）
拡

張
受

諾
」

〈
知

事
　

→
神

社
局

長
〉

戦
前
Ｂ
604

官
国
幣
社
〔
T6〕

大
正

4
年

1
1
月

5
日

「
別

格
官

幣
社

加
列

発
表

日
」

〔
1
1
月

1
0
日

（
大

正
天

皇
即

位
礼

当
日

）
〕

〈
神

社
局

長
　

→
知

事
〉

戦
前
Ｂ
604

官
国
幣
社
〔
T6〕

大
正

4
年

1
1
月

1
0
日

「
野

田
神

社
祭

神
に

付
依

命
通

牒
」

毛
利

元
徳

は
摂

社
と

し
て

奉
祀

〈
神

社
局

長
　

→
知

事
〉

毛
利
家
社
寺
88

野
田
神
社
昇
格
事
〔
S5〕

大
正

4
年

1
1
月

1
0
日

「
別

格
官

幣
社

加
列

被
仰

出
」

写
〈

内
務

大
臣

一
木

喜
徳

郎
〉

戦
前
Ｂ
604

官
国
幣
社
〔
T6〕

大
正

4
年

1
2
月

9
日

「
昇

格
奉

告
祭

執
行

期
日

」
1
2
月

2
1
日

選
定

〈
知

事
　

→
式

部
次

長
〉

／
1
2
月

1
5
日

「
受

諾
回

答
」

返
電

〈
式

部
長

官
　

→
知

事
〉

戦
前
Ｂ
604

官
国
幣
社
〔
T6〕

大
正

4
年

1
2
月

1
7
日

「
昇

格
祭

祭
文

・
勅

使
辞

令
書

・
奉

告
祭

次
第

・
幣

帛
料

包
紙

・
雲

脚
台

・
晒

風
呂

敷
」

送
付

〈
式

部
長

官
戸

田
氏

共
　

→
知

事
〉

／
大

正
4
年

1
2
月

1
9
日

受
領

〈
知

事
　

→
式

部
長

官
〉

戦
前
Ｂ
604

官
国
幣
社
〔
T6〕

大
正

4
年

1
2
月

2
1
日

「
奉

告
祭

典
済

報
告

」
〈

知
事

　
→

宮
内

大
臣

〉

戦
前
Ｂ
604

官
国
幣
社
〔
T6〕

大
正

5
年

1
0
月

1
1
日

「
社

号
標

新
設

」
（

大
正

5
年

1
2
月

2
1
日

再
申

）
〈

別
格

官
幣

社
野

田
神

社
宮

司
国

司
直

行
　

→
内

務
大

臣
後

藤
新

平
〉

／
大

正
6
年

2
月

2
4
日

聴
届

戦
前
Ａ
195

野
田
神
社
石
燈
寄
附
金
募
集
人
名
簿

大
正

5
年

〈
防

長
倶

楽
部

罫
紙

〉
〔

貴
顕

諸
氏

住
所

判
明

〕

戦
前
Ｂ
604

官
国
幣
社
〔
T6〕

大
正

6
年

2
月

1
7
日

午
前

1
1
時

「
祈

年
祭

執
行

」
〔

幣
帛

料
金

9
円

・
神

饌
料

金
6
円

・
幣

帛
供

進
使

（
長

官
、

随
員

県
属

2
名

）
〕

戦
前
Ｂ
604

官
国
幣
社
〔
T6〕

大
正

6
年

3
月

1
3
日

「
神

社
明

細
図

書
提

出
」

〔
別

格
官

幣
社

昇
格

・
摂

社
芳

宜
園

神
社

新
築

に
と

も
な

う
記

載
事

項
調

整
〕

〈
宮

司
国

司
直

行
　

→
長

官
　

→
内

務
省

神
社

局
長

〉

県
庁
戦
前
Ｂ
社
寺
248

古
社
寺
取
調
書
〔
Ｍ
28〕

別
格

官
幣

社
豊

栄
神

社
境

内
絵

図
面

県
庁
戦
前
Ａ
社
寺
248

官
国
幣
社
明
細
図
〔
大
正
？
〕

別
格

官
幣

社
野

田
神

社
図

面
〔

神
殿

・
摂

社
〈

平
面

配
置

〉
神

殿
〈

正
面

・
平

面
・

立
面

〉
〕

県
庁
戦
前
Ａ
社
寺
248

官
国
幣
社
明
細
図
〔
大
正
？
〕

別
格

官
幣

社
豊

栄
神

社
図

面

文
書
館
図
書
281Y00

防
長
人
物
名
鑑
録
〔
T14〕

国
司

直
行

履
歴

（
国

司
信

濃
孫

、
明

治
1
1
年

6
月

1
3
日

萩
生

、
山

口
中

学
校

･
東

京
國

學
院

卒
業

〈
国

語
・

皇
典

〉
、

明
治

3
7
年

8
月

豊
栄

神
社

宮
司

、
明

治
3
8
年

野
田

神
社

兼
掌

、
大

正
4
年

1
1
月

野
田

神
社

宮
司

）

近
代
神
社
史
料
と
向
き
合
う
　
―
野
田
神
社
を
創
る
―
　（
淺
川
）

一
一
一



■
写
真
４
「
野
田
神
社
境
内
図
」
大
正
四
年
（
県
庁
戦
前
Ｂ

）

近
代
神
社
史
料
と
向
き
合
う
　
―
野
田
神
社
を
創
る
―
　（
淺
川
）

一
一
二




